
２　【H25事業計画（主に担当者が行う業務内容及び手順）】

人

23年度（実績）

42,876

3,200

24年度（実績）

2,600

49,003

2,378,972

1,967,493 1,953,141

1,330 1,330

49,924

32,024

27,000 3.600

32,024

50,024

17,900

17,900

18,000

５　事務事業の目的と手段

５月に暫定賦課を行い、８月に本算
定納税通知の発送
本算定発送後は、毎月更正処理を
行う
未納者に対しては、納期限２０日経
過した時点で督促状を発送
文書での督促の他に、電話催告（平
日・夜間・休日）を実施
その他、口座振替の積極的な推進
税率の見直し

17,554

1,330

4.048

19,027

652

3.1018,375

3,086

③目的を達成するために実際に
行った行政活動（サービス）

国民健康保険税賦課徴収事業

3,229

23,250 30,360

賦課徴収費

直営

徴税費

85.382.7

会計
国保特会

款

平成26年3月31日
保険年金課

補
助
単
独
区
分

所管省庁

補助率

評価事業

実施計画・事務事業評価共通調書

事務事業番号

総
合
計
画 小施策

政
策
体
系

政策
小政策
施策

３　共に支えあい，健やかに暮らせるまちづくり 〔健康・福祉〕

記入日

―
後期基本計
画重点視点

所属部課名

義務的事業

継続

市単独

【PLAN】事務事業の計画

事務事業名
事務事業性質
重要事務事業

1

共催者・関係団体

総合計画実施計画

開始年度 終了年度

―

関連計画

２　社会保障
２　国民健康保険の安定運営

事
業
期
間

H23

細目名

２　日々の健康を支える安心な保健・医療の体制を整えます

単年度繰返し

―

項
国民健康保険法、地方税法根拠法令

負担金の有無

目

補助金の有無
―

実施手法

件数

28年度（計画）

【DO】事務事業の実施

・国民健康保険税の納税通知書の発送
・年度を跨いで資格や所得の異動があった方の遡及
賦課処理を行う。
・未納者に督促や催告書の送付と電話催告を行う。

国保税未納者
督促状

世帯
手
段

⑥
活動
指標

４　【事業費の内容（決算額）】

世帯

３　【年度目標】

H28事業計画
左に同じ

国保加入世帯数
単位

左に同じ

予
算
科
目

②事務事業の意図（どのようにしたい
のか。どういう状態にしたいのか）

国保税現年度徴収率

現年度徴収率
87.0％

国民健康保険の加入者に対し、国民健
康保険税の賦課、徴収を行い国民健康
保険の健全な財政運営を行う。
近年の長引く不況等により、調定額が下
がり続けている状況にあり、収納率の向
上が課題となっている。

④
対象
指標
⑤

成果
指標

国民健康保険の健全な財政運営を図るため、適正な
課税を行う。

調定額（現年度分）

消耗品　24
通信運搬費　2,757
口座振替手数料　362
収納サービス手数料　1,197
電算委託料　13,214

５月に暫定賦課を行い、８月に本算定納税通知の発送
本算定発送後は、毎月更正処理を行う
未納者に対しては、納期限２０日経過した時点で督促状を
発送
文書での督促の他に、電話催告（平日・夜間・休日）を実施
その他、口座振替の積極的な推進

25年度（実績）

17,80016,838

件数電話催告

徴収額（現年度分）

千円

％
千円

2.45

3,185

37,517

22年度（実績）

23年度（実績） 24年度（実績） 27年度（計画）26年度（計画）

1,370

26,084

1,464

27,750

3,694 3,694

52,473 49,824

32,02432,165 34,919

27,000

18,000

3.600

1,330

3,694

3.600

2,500

86.8

23,500

3,200

13,522

－

27,998

2,455,330

13,391

2,131,227

88.0

28年度（目標）

2,070,000

13,500

86.1

13,500

26年度（目標）

2,080,384

2,500

13,358

16,792

87.3

1,821,6001,807,110

87.6

2,500

1,329

27,000

18,490 16,792

22年度（実績）

2,417,475

1,813,320

3,200

16,838

3.70

17,800

26,374

1,281 2,696

24,468

総務費

事業費

１　【事務事業の全体概要及び背景】

単位

2,070,000

27,000

13,500

27,000

2,500

27,000

3,2003,200

27年度（目標）

千円

18,490

17,554

千円

千円

千円

25年度（実績）

2,289,458

13,500

2,070,000

事業費計（ア）

千円

目
的

①対象
(働きかける相手・もの）

国保加入者

投
入
コ
ス
ト

（
イ
ン
プ

ッ
ト

）

嘱託臨時

他課の協力分

千円
人
件
費

国保税未納者

国庫支出金

千円

人件費計（イ）

県支出金

千円

時間外

千円

一般財源

対
象
指
標

件数

指標区分

督促状
活
動
指
標

世帯

単位

千円

国保加入世帯数

％

徴収額（現年度分）

成
果
指
標

千円

財
源
内
訳

調定額（現年度分）

国保税現年度徴収率

世帯

千円

千円職員割合

件数

トータルコスト（ア）＋（イ）

H27事業計画

事
業
費

電話催告

地方債

その他

国民健康保険税賦課徴収事業

新規・継続

評価区分

千円

事業費及び指標の推移

H26事業計画



事務事業を取り巻く環境《対象や法令根拠及び社会環境の変化（開始時期又は５年前との比較）・市民からの意見や要望》

【ACTION】事務事業の改革・改善 フォローアップ　前年度の課題や問題点

必要性

有効性

効率性

有
効
性
評
価

   　適切

   　適切

   　適切

  見直しの余地がある

  見直しの余地がある

  見直しの余地がある

茨城県の国民健康保険税収納状況は、長引く経済の低迷などの影響により全国平均を下
回っています。（平成２４年度速報値より）
笠間市も例外ではなく、上記収納率の実績では年々向上しているが、目標の収納率には
至っていないため引続き更なる向上にむけ取組必要がある。

一次評価結果

　 　向上の余地がない

　 　向上の余地がある

社会情勢の変化・市民ニーズの把握

現行どおり継続
評価理由

総合評価

今後の方向性

現  状  維  持資源配分

国保資格については，年金データを活用することで，適正化を図ってい
る。また，収納率も向上し，目標値に近づきつつあるが，まだ県平均の
収納率までは，至っておらず，今後も収納率の向上を図っていく。

・口座振替年間依頼件数
　　Ｈ２５年度：30,663件（昨年度29,813
件）
　　前年度対比で850件増
・電話催告の実績（見込）
　　３月末：約２，５００件
    前年度対比で横ばい

　 　適切である

　 　見直しの余地がある

　　　他の事務事業や活動と統廃合や連携ができる
　　　統廃合や連携はできない・既に連携している

名称

③前年度の改革・改善案 ⑤事務事業を休止，廃止した場合の成果への影響
の有無とその対策

・口座振替の原則（特徴者を除く）
・休日の電話催告

④取組状況
②改革・改善案を実現する上で克服するべ
き課題と解決方法

・保険証重複加入者（社保・国保）に対する
国保資格の職権喪失
　（厚生年金加入記録の情報を利用）

⑥人件費の削減余地　《活動量を下げずに人件費を削減できないか？（業務プロセスの見直し，個々の業務の効率化等，業務委託や臨時雇用等）》

前年対比で収納率は向上しているが、目標収納率には達成していない。
昨年度に引続き、口座振替の推進と電話催告を継続するほかに他の市町村の取組なども
参考にしながら更なる収納向上に努める。

②総合計画との整合性，対象と意図の妥当性 《目的（対象と意図）は総合計画と結びついているか？実態（社会環境の変化）に合っているか？》

国民健康保険の加入者は、社会保険とは異なり自営業者・年金収入者・無職者など低所得者や所得変動が有る方々が多く、かつ、加入者の平均
年齢も高い他に、近年の長引く景気低迷が更に後押しとなる状況下での収納率向上は非常に難しい。

　　　他に手段がない
　　　他に手段がある(事務事業名・活動名）

　　　影響は大きく，問題の発生が予想される
　　　代替案や対策を採ることで対応できる

笠間市国民健康保険税条例に基づいて、財政の健全化を図るため、適正な賦課及び徴
収事務は必要不可欠である。

国民皆保険であり、廃止した場合、医療保険が成り
立たなくなる。

⑥類似事業との統廃合・連携の可能性　（民間活動
も含む）

　 　 削減の余地がない

　 　 削減の余地がある
国保税の適正な賦課・徴収を遂行するためには事業費・人件費ともに削減の余地はない

その他

・日本年金機構との調整

①行政関与の必要性　《目的達成に向けて，行政の範囲は行政の役割から見て適切か？また市民の意向や社会の要請から見て適切か？》

①改革・改善案

必
要
性
評
価

【CHECK】事務事業の一次評価

効
率
性
評
価

全体総括（振り返り，反省点）

④成果の波及効果《全市民，または多くの市民や他の施策への波及効果があるか？》

⑤事業費の削減余地　《活動量を下げずに事業費を削減できないか？（仕様や工法の見直し，市民の協力など）》

③成果の向上余地　《成果は，昨年度と比べてどうであったか？工夫をすることで今後，更なる成果向上ができるか？》



厚労省

２　【H25事業計画（主に担当者が行う業務内容及び手順）】

人

13,525

24,854

28年度（目標）

趣旨普及費 標準的経費
項

国民健康保険制度の普及、啓蒙を
図るため、本算定時に送付する納税
通知書に同封する「国保だより」の作
成、年度末に送付する保険証に同封
する「国保ガイドブック」の作成、ま
た、高齢受給者証に同封するリーフ
レットの作成

予
算
科
目

・「国保だより」の作成
・「国保ガイドブックの作成」
・「高齢受給者証更新時リーフレットの作成」

会計

一部委託

細目名

評価区分

評価事業

総
合
計
画

総務費 趣旨普及費
款

国保特会

新規・継続
小政策
施策

①対象
(働きかける相手・もの）

国保加入者

―
補助金の有無

１　【事務事業の全体概要及び背景】

―

政策的事業

事
業
期
間

開始年度

H18

事務事業性質
重要事務事業

総合計画実施計画

終了年度
継続

―

④
対象
指標
⑤

成果
指標

５　事務事業の目的と手段

目
的

②事務事業の意図（どのようにしたい
のか。どういう状態にしたいのか）

―
負担金の有無

制度の普及、啓蒙を図るためパンフレット等を作成配
布し、国保制度が相互扶助に基づく医療制度である
ことを理解していただく。

8,117

3,150

3,7243,618

国保税の本算定納税通知書の送付時に「国保だよ
り」を作成し同封している。
年度末の保険証送付時に「国保ガイドブック」を作成
し同封している。

高齢受給者証リーフレット

⑥
活動
指標

574

0.42

22年度（実績）

467

千円

千円

千円

7,650

467

1.02

18,000

3,000

26,072

18,000 18,000

3,000

実施手法

2,6850.358

３　【年度目標】

【DO】事務事業の実施

手
段

③目的を達成するために実際に
行った行政活動（サービス）

465

平成26年3月31日
保険年金課

部

補
助
単
独
区
分

単位

４　【事業費の内容（決算額）】

需用費（印刷製本費）516千
円

人

記入日

後期基本計
画重点視点

所属部課名

所管省庁

国補助

補助率
高齢受給者証
更新分　５１千
円

28年度（計画）

部
部

世帯国保加入世帯

H27事業計画
同上

国保加入者

26年度（計画） 27年度（計画）25年度（実績）

国保ガイドブック
国保だより

事業費及び指標の推移

単位

財
源
内
訳

国庫支出金

3,615

3,150

3,615

3,150

3,615

3,150

516

2,685

465

0.420

465 465574

3,150 3,150

465

3,150

465465

13,39113,471 13,534

0.420 3,1500.420

27年度（目標）

18,000

24,595

部

部

7,650

18,000

23年度（実績）

13,501

24,339

18,000

13,52713,520

時間外

18,000 18,000

18,000

3,150

18,000

24年度（実績）

17,000

25,273

18,000

3,000

25,666

3,201

25年度（実績）

17,000

24,941

18,000

3,200

26年度（目標）

468

千円

千円

千円

51

事業費

事
業
費

468

投
入
コ
ス
ト

（
イ
ン
プ

ッ
ト

）

一般財源

事業費計（ア）

0.42 3,150

人

千円

千円

県支出金

その他

職員割合

地方債

国保ガイドブック　　　　　　　　　

人件費計（イ）

トータルコスト（ア）＋（イ）

指標区分

他課の協力分

部

単位

活
動
指
標

高齢受給者証リーフレット　　　　

国保だより                            

人
件
費

嘱託臨時

実施計画・事務事業評価共通調書

事務事業名

政
策
体
系

政策

事務事業番号【PLAN】事務事業の計画

小施策

３　共に支えあい，健やかに暮らせるまちづくり 〔健康・福祉〕

２　日々の健康を支える安心な保健・医療の体制を整えます

2

関連計画
根拠法令

共催者・関係団体単年度繰返し

目

H28事業計画
・「国保だより」の作成
・「国保ガイドブックの作成」

H26事業計画

国保加入世帯

千円

世帯成
果
指
標

対
象
指
標

国保加入者　　　　　　　　　　

２　社会保障
２　国民健康保険の安定運営

国民健康保険趣旨普及事業

千円

千円

同上

千円

24年度（実績）22年度（実績） 23年度（実績）



【PLAN】事務事業の計画

④取組状況
　　　他に手段がない
　　　他に手段がある(事務事業名・活動名）

⑤事務事業を休止，廃止した場合の成果への影響
の有無とその対策

③前年度の改革・改善案

②改革・改善案を実現する上で克服するべ
き課題と解決方法

【ACTION】事務事業の改革・改善 フォローアップ　前年度の課題や問題点

必要性

有効性

効率性

   　適切

   　適切

   　適切

  見直しの余地がある

  見直しの余地がある

  見直しの余地がある

相互扶助として加入者の協力により成り立っている制度であり、国保税や医療制度の理解
を得るとともに、被保険者に対し、医療機関への受診や各種届出・申請等について周知を
行うことで、健全な運営を図る。

①改革・改善案

国民健康保険制度は、原則として被用者保険の適用者以外の国民すべてを被保険者とし、その疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な給付を
行い、社会保障及び国民保健の向上を図っている。

現  状  維  持資源配分

総合評価

今後の方向性 現行どおり継続
評価理由

国保被保険者へ制度をわかりやすく解説のため作成するもので，多岐
にわたる制度や今後の制度改正を含め，現行どおり実施していく。

　　　他の事務事業や活動と統廃合や連携ができる
　　　統廃合や連携はできない・既に連携している

名称

⑥類似事業との統廃合・連携の可能性　（民間活動
も含む）

　　　影響は大きく，問題の発生が予想される
　　　代替案や対策を採ることで対応できる

その他

国保制度の趣旨広報ができない場合は影響は大き
い。

①行政関与の必要性　《目的達成に向けて，行政の範囲は行政の役割から見て適切か？また市民の意向や社会の要請から見て適切か？》

全体総括（振り返り，反省点）一次評価結果

パンフレット等を作成し配布することは、保険制度の趣旨普及を図るためには有効である。

④成果の波及効果《全市民，または多くの市民や他の施策への波及効果があるか？》

必
要
性
評
価

　 　向上の余地がない

　 　向上の余地がある

効
率
性
評
価

⑤事業費の削減余地　《活動量を下げずに事業費を削減できないか？（仕様や工法の見直し，市民の協力など）》

②総合計画との整合性，対象と意図の妥当性 《目的（対象と意図）は総合計画と結びついているか？実態（社会環境の変化）に合っているか？》

社会情勢の変化・市民ニーズの把握

有
効
性
評
価

③成果の向上余地　《成果は，昨年度と比べてどうであったか？工夫をすることで今後，更なる成果向上ができるか？》

【CHECK】事務事業の一次評価

　 　適切である

　 　見直しの余地がある

制度自体複雑で、また、毎年のように法改正があるため、それに対応するための手段として
は必要である。

事務事業を取り巻く環境《対象や法令根拠及び社会環境の変化（開始時期又は５年前との比較）・市民からの意見や要望》

被保険者世帯にパンフレット等を配布し、国民健康保険制度の趣旨普及を図っているので
有効である。

⑥人件費の削減余地　《活動量を下げずに人件費を削減できないか？（業務プロセスの見直し，個々の業務の効率化等，業務委託や臨時雇用等）》

　 　 削減の余地がない

　 　 削減の余地がある



２　【H25事業計画（主に担当者が行う業務内容及び手順）】

人

2,020,477

1.100

8,250

成
果
指
標

4,731,996

項
保険給付費 療養諸費

目
国保特会

会計

千円

人

細目名
国民健康保険法

関連計画

同上

27年度（計画）

H28事業計画

件

回

目
的

②事務事業の意図（どのようにしたい
のか。どういう状態にしたいのか）

①対象
(働きかける相手・もの）

手
段

対
象
指
標

件

負担金申請回数

一般被保険者療養給付費支払件数
退職被保険者療養給付費支払件数 件

245,349235,531

人

4

3 3

回

25年度（実績）

事業費及び指標の推移

事業費 26年度（計画）22年度（実績）

件

千円

1,517,929

227,556

千円

実施計画・事務事業評価共通調書

【PLAN】事務事業の計画
義務的事業

―

事務事業性質
重要事務事業

総合計画実施計画

3
評価区分

療養給付事業

負担金の有無

負担金補助及び交付金
４，８１０，３７９千円

一部委託

事務事業番号

３　共に支えあい，健やかに暮らせるまちづくり 〔健康・福祉〕 新規・継続

評価外事業

開始年度

H18

記入日

共催者・関係団体

―
実施手法

―

平成26年3月31日
保険年金課

補
助
単
独
区
分

所管省庁

厚労省

補助率

国・県補助

４　【事業費の内容（決算額）】

２　社会保障

事
業
期
間

継続

所属部課名

後期基本計
画重点視点

終了年度

単年度繰返し

国41%県9%

H27事業計画

款

１　【事務事業の全体概要及び背景】 ３　【年度目標】

療養給付費 義務的経費
補助金の有無

―

予
算
科
目

根拠法令

単位

実績報告申請回数

23年度（実績） 24年度（実績）

1,825,977

受診件数

③目的を達成するために実際に
行った行政活動（サービス）

1,360,293 1,542,481

28年度（計画）

4,848,219

249,177

1,287,480 1,343,085 1,466,776

5,029,549

8,250

1,419,044

4

24年度（実績）

5,107,634

20,456

26,072

4,739,560 4,848,219

25,273

8,625 8,250

1,936,826

20,162

318,813

22年度（実績）

22,389

4,740,621

4,731,996

25年度（実績）

1,327,972

1.1001.101.10

4,739,560

3

4

4,816,567

8,250

8,250

23,957

8,250 1.100

5,018,137

370,199受診件数

金額

338,975

8,250

345,472

5,026,387

5,018,137

5,037,799

8,250

5,115,884

8,250

4

4,810,379

321,356

24,855

23年度（実績）

4,856,4694,747,810

28年度（目標）

6,188

4

23,000

27年度（目標）

23,000

348,935

33

347,199

4

26年度（目標）

5,107,6345,029,549

371,935369,429

25,666

322,866一般被保険者療養給付費支払件数

3

342,066 346,368

件 325,912

345,255

20,710

24,53924,59624,941

活
動
指
標

負担金申請回数

退職被保険者療養給付費支払件数

実績報告申請回数

国保加入者数

嘱託臨時

トータルコスト（ア）＋（イ）

人件費計（イ）

指標区分

人
件
費

時間外

他課の協力分

投
入
コ
ス
ト

（
イ
ン
プ

ッ
ト

）

職員割合

事
業
費

事業費計（ア）

地方債

その他

財
源
内
訳

国庫支出金

県支出金 222,424

千円

千円

・国保連合会からの請求に対しての
支払
・療養給付費負担金（国庫負担金）
に対する申請書、実績報告書の作成
報告
・調整交付金（国・県補助金）に対す
る申請書、実績報告書の作成報告

同上

国保加入者

医療費の一部を市が負担することで国保加入者が安
心して医療機関の受診することができる。

国保加入者数
５　事務事業の目的と手段

④
対象
指標
⑤

成果
指標

国保加入者が療養の給付に要した
保険者負担分の費用を国保連合会
を通して各医療機関に支払、国県に
対して負担金、補助金の申請、実績
報告を行う。

H26事業計画

金額

1,799,495

4,810,379

0.825 6,188

単位

1,489,999

8,250

1,350,440 1,297,607一般財源 千円

単位

千円

3

4

千円

件

千円

回

回

千円

千円

千円

1.15 8,625

千円

千円

1,539,026

1,370,9941,558,109

1,696,296 1,952,062

306,889

1,470,400

225,780

施策

２　日々の健康を支える安心な保健・医療の体制を整えます

２　国民健康保険の安定運営

⑥
活動
指標

・国保連合会からの請求に対しての支払
・療養給付費負担金（国庫負担金）に対する申請書、実績
報告書の作成報告
・調整交付金（国・県補助金）に対する申請書、実績報告書
の作成報告

・例月国保連合会より送付される診療報酬の支払い
を行う。　・診療報酬保険者負担分に対しての負担
金、補助金の申請実績報告を行う。

事務事業名

政
策
体
系

政策
小政策

小施策

総
合
計
画



効
率
性
評
価

⑤事業費の削減余地　《活動量を下げずに事業費を削減できないか？（仕様や工法の見直し，市民の協力など）》

有
効
性
評
価

【CHECK】事務事業の一次評価

　 　 削減の余地がない

　 　 削減の余地がある

必
要
性
評
価

④成果の波及効果《全市民，または多くの市民や他の施策への波及効果があるか？》

社会情勢の変化・市民ニーズの把握

①行政関与の必要性　《目的達成に向けて，行政の範囲は行政の役割から見て適切か？また市民の意向や社会の要請から見て適切か？》

③前年度の改革・改善案

事務事業を取り巻く環境《対象や法令根拠及び社会環境の変化（開始時期又は５年前との比較）・市民からの意見や要望》

資源配分

今後の方向性
評価理由

　　　他の事務事業や活動と統廃合や連携ができる
　　　統廃合や連携はできない・既に連携している

【PLAN】事務事業の計画

総合評価

　 　適切である

　 　見直しの余地がある

⑥類似事業との統廃合・連携の可能性　（民間活動
も含む）

　　　影響は大きく，問題の発生が予想される
　　　代替案や対策を採ることで対応できる

フォローアップ　前年度の課題や問題点 その他

  見直しの余地がある

  見直しの余地がある

  見直しの余地がある

④取組状況
　　　他に手段がない
　　　他に手段がある(事務事業名・活動名）

⑤事務事業を休止，廃止した場合の成果への影響
の有無とその対策

医療保険制度そのものが成り立たなくなる。

【ACTION】事務事業の改革・改善

①改革・改善案

全体総括（振り返り，反省点）

名称

必要性

有効性

効率性

②改革・改善案を実現する上で克服するべ
き課題と解決方法

   　適切

   　適切

   　適切

③成果の向上余地　《成果は，昨年度と比べてどうであったか？工夫をすることで今後，更なる成果向上ができるか？》

　 　向上の余地がない

　 　向上の余地がある

一次評価結果

⑥人件費の削減余地　《活動量を下げずに人件費を削減できないか？（業務プロセスの見直し，個々の業務の効率化等，業務委託や臨時雇用等）》

②総合計画との整合性，対象と意図の妥当性 《目的（対象と意図）は総合計画と結びついているか？実態（社会環境の変化）に合っているか？》



２　【H25事業計画（主に担当者が行う業務内容及び手順）】

人

8,0178,183

千円

件

回

回

人

56,708 54,228

15,431

他課の協力分

千円

千円

千円

千円

1.40

事
業
期
間

開始年度

事業費及び指標の推移

小政策
施策

小施策

4

２　日々の健康を支える安心な保健・医療の体制を整えます

事業費計（ア）

時間外

職員割合

千円

千円

医療費の一部を市が負担することで国保加入者が安
心して医療機関の受診することができる。

③目的を達成するために実際に
行った行政活動（サービス）

新規・継続

22年度（実績）

その他

千円

千円

事業費

18,884

18,183

15,922

国庫支出金

421

27年度（目標）

7,379

県支出金

【DO】事務事業の実施

事
業
費

地方債

単位

千円

10,500

64,417

10,500

63,106

7,140

25年度（実績） 26年度（目標）

金額

466

7,486

実績報告申請回数

26,072国保加入者数

件

受診件数

活
動
指
標

退職被保険者療養費保険者支払分件数

負担金申請回数

成
果
指
標

対
象
指
標

3

4

28年度（目標）

422

7,202

51,329

24,340

4

10,500

6,780

4

53,917

3

6,958

61,829

547

4

7,470

52,606

420

3

24,59624,855

3

58,362

19,751 19,291

14,195 13,854

67,145

24,941

9,308

10,500

58,362

10,500

25,666

4

571

1.40

4

10,500

64,728

10,500

23年度（実績）

7,348

33

457

4

68,862

24年度（実績）

57,837

19,450

53,917

7,726

14,545

15,219

10,5001.4009,3081.241 10,500 1.400 10,500

52,606 51,329

1.400

20,222

2,5242,758 2,733

15,357

28年度（計画）26年度（計画）

16,070 15,660

22年度（実績）

人件費計（イ）

千円嘱託臨時

0.60 4,500

4,500

61,208

千円

2,590

負担金申請回数

16,492

回

16,467

27年度（計画）

②事務事業の意図（どのようにしたい
のか。どういう状態にしたいのか）

人

記入日 平成26年3月31日
所属部課名 保険年金課

国民健康保険法

―
負担金の有無

終了年度

単年度繰返し

一部委託

根拠法令
関連計画

所管省庁

共催者・関係団体

国41%県9%

補
助
単
独
区
分

補助率

件

回

―
国・県補助 厚労省

―

実施手法
―

補助金の有無

件

④
対象
指標
⑤

成果
指標

国保加入者
目
的

①対象
(働きかける相手・もの）

千円

単位

４　【事業費の内容（決算額）】

金額
件

負担金補助及び交付金
５７，８３７千円

受診件数

国保加入者数
５　事務事業の目的と手段

国保加入者が療養に要した保険者
負担分の費用を国保連合会、柔道
整復師等に支払、国・県に対して負
担金、補助金の申請実績報告を作
成報告する。

３　【年度目標】

23年度（実績）

16,805

3,719

25年度（実績）

16,616

実績報告申請回数

一般被保険者療養費保険者分支払件
退職被保険者療養費保険者支払分件

2,658

一般被保険者療養費保険者分支払件数

指標区分

トータルコスト（ア）＋（イ） 千円

財
源
内
訳

人
件
費

投
入
コ
ス
ト

（
イ
ン
プ

ッ
ト

）

一般財源

3

25,273

単位

件

⑥
活動
指標

7,560

57,837

2,542

23,631 23,418

実施計画・事務事業評価共通調書

後期基本計
画重点視点

事務事業番号
事務事業性質評価区分

評価外事業

【PLAN】事務事業の計画

療養費支給事業

義務的事業
重要事務事業

総合計画実施計画

目 細目名

H18

款

２　社会保障

事務事業名

予
算
科
目

会計
国保特会

２　国民健康保険の安定運営

総
合
計
画

療養費
項

H26事業計画 H27事業計画
・国保連合会からの請求に対しての
支払
・柔道整復師からの請求に対しての
支払
・補装具等国保加入者からの請求に
対しての支払

同上

手
段

１　【事務事業の全体概要及び背景】

義務的経費保険給付費 療養諸費

24年度（実績）

・例月国保連合会より送付される診療報酬の支払い
を行う。　・診療報酬保険者負担分に対しての負担
金、補助金の申請実績報告を行う。

政
策
体
系

・国保連合会からの請求に対しての支払
・柔道整復師からの請求に対しての支払
・補装具等国保加入者からの請求に対しての支払

政策 ３　共に支えあい，健やかに暮らせるまちづくり 〔健康・福祉〕 継続

同上



事務事業を取り巻く環境《対象や法令根拠及び社会環境の変化（開始時期又は５年前との比較）・市民からの意見や要望》

有
効
性
評
価

③成果の向上余地　《成果は，昨年度と比べてどうであったか？工夫をすることで今後，更なる成果向上ができるか？》

①行政関与の必要性　《目的達成に向けて，行政の範囲は行政の役割から見て適切か？また市民の意向や社会の要請から見て適切か？》

【CHECK】事務事業の一次評価

　 　向上の余地がない

　 　向上の余地がある

⑤事業費の削減余地　《活動量を下げずに事業費を削減できないか？（仕様や工法の見直し，市民の協力など）》

①改革・改善案

一次評価結果

【ACTION】事務事業の改革・改善

  見直しの余地がある

  見直しの余地がある

  見直しの余地がある

フォローアップ　前年度の課題や問題点 その他

　　　他に手段がない
　　　他に手段がある(事務事業名・活動名）

医療制度が成り立たなくなる。

全体総括（振り返り，反省点）

③前年度の改革・改善案

　 　 削減の余地がない

　 　 削減の余地がある

必要性

有効性

効率性

   　適切

   　適切

   　適切

社会情勢の変化・市民ニーズの把握

必
要
性
評
価

②総合計画との整合性，対象と意図の妥当性 《目的（対象と意図）は総合計画と結びついているか？実態（社会環境の変化）に合っているか？》

　 　適切である

　 　見直しの余地がある

⑥人件費の削減余地　《活動量を下げずに人件費を削減できないか？（業務プロセスの見直し，個々の業務の効率化等，業務委託や臨時雇用等）》
効
率
性
評
価

総合評価

今後の方向性

資源配分

【PLAN】事務事業の計画

④取組状況

評価理由

②改革・改善案を実現する上で克服するべ
き課題と解決方法

　　　他の事務事業や活動と統廃合や連携ができる
　　　統廃合や連携はできない・既に連携している

名称

⑥類似事業との統廃合・連携の可能性　（民間活動
も含む）

⑤事務事業を休止，廃止した場合の成果への影響
の有無とその対策

　　　影響は大きく，問題の発生が予想される
　　　代替案や対策を採ることで対応できる

④成果の波及効果《全市民，または多くの市民や他の施策への波及効果があるか？》



２　【H25事業計画（主に担当者が行う業務内容及び手順）】

人

項 目

手
段

③目的を達成するために実際に
行った行政活動（サービス）

①対象
(働きかける相手・もの）

②事務事業の意図（どのようにしたい
のか。どういう状態にしたいのか）

医療費の自己負担分が高額となった被保険者の経
済的負担を軽減する。

国保加入者

高額療養諸費 国民健康保険法根拠法令
細目名 関連計画

義務的経費

7,923

28年度（目標）

636,836

・国保連合会より請求のあった現物分高額療養費、国
保加入者から請求のあった償還払い請求の支払い。
高額療養費の支払い分に対しての負担金、補助金の
申請実績報告を行う。

22年度（実績）

⑥
活動
指標

一般被保険者高額療養費支払件数
退職被保険者高額療養費支払件数

24,782 24,539

26年度（目標）

9,375

1.250 9,3751.250

633,736

168,810

活
動
指
標

件

④
対象
指標

単位

％

27年度（計画）

627,461

記入日

事務事業性質

―

義務的事業
重要事務事業

総合計画実施計画

―

平成26年3月31日
保険年金課

所管省庁補
助
単
独
区
分

厚労省

補助率 国41%県9%

国・県補助

H18 単年度繰返し 共催者・関係団体

終了年度開始年度
継続

所属部課名

保険給付費

事務事業番号

３　共に支えあい，健やかに暮らせるまちづくり 〔健康・福祉〕

5

２　日々の健康を支える安心な保健・医療の体制を整えます

高額療養費支給事業

事
業
期
間２　国民健康保険の安定運営

２　社会保障

予
算
科
目

会計
国保特会

総
合
計
画

款

単位

支給率

５　事務事業の目的と手段

目
的

件

国保加入者

負担金補助及び付金
５５３，３９７千円

H28事業計画

26年度（計画）

551,686

8,183

165,484 167,139

621,249

579,995

1.25 9,375 1.250 9,375

553,397

147,410

25,779 28,939

252,470 254,995

29,228

257,546224,896231,895

151,998

8,1839,375

対
象
指
標

34.7433.75

370

7,995 8,155

27年度（目標）

退職被保険者高額療養費支払件数

一般被保険者高額療養費支払件数

件

件

投
入
コ
ス
ト

（
イ
ン
プ

ッ
ト

）

一般財源

事業費計（ア）

トータルコスト（ア）＋（イ）

地方債

時間外

他課の協力分

人件費計（イ）

単位

千円

425

千円

千円

25,02825,666 24,941

指標区分

9,375

537,847

国保加入者 26,072

7,838

370370376

1.091 9,375

３　【年度目標】１　【事務事業の全体概要及び背景】

・国保連合会からの現物高額療養費の請求への支払い。
・被保険者からの償還払い高額療養費の申請請求に対して
の支払い。

1.25

9,375

324

政策
小政策
施策

小施策

・国保連合会からの現物高額療養費
の請求への支払い。
・被保険者からの償還払い高額療養
費の申請請求に対しての支払い。

同上

高額療養諸費

被保険者の自己負担分が政令で定
める額を超える場合高額療養費とし
て支給。国、県に対して負担金、補
助金の申請、実績報告を行う。

実施手法 補助金の有無

29,520

24年度（実績）

160,146 155,312

25年度（実績） 28年度（計画）

174,356168,456

23年度（実績）

４　【事業費の内容（決算額）】

同上

176,099

25,482

―一部委託 ―

【DO】事務事業の実施

26,581

国庫支出金

千円 33,785

177,860

人

事業費

人
件
費

149,673

181,359

嘱託臨時

542,311

⑤
成果
指標

171,530

事業費及び指標の推移

千円

財
源
内
訳

H27事業計画

570,620

事
業
費

負担金の有無

千円

県支出金

その他

職員割合

536,347

154,758

千円

千円

千円

千円

千円

0.20 1,500

193,615

9,375

561,580 630,624 643,111

9,375

25,273

1,500

388

23年度（実績） 24年度（実績）

千円

人

25年度（実績）

7,6847,381

22年度（実績）

7,593

支給率 32.3230.85 32.88％ 29.94 32.80

実施計画・事務事業評価共通調書

後期基本計
画重点視点

新規・継続

評価区分

評価外事業

【PLAN】事務事業の計画

事務事業名

政
策
体
系

成
果
指
標

H26事業計画



【PLAN】事務事業の計画

④取組状況
　　　他に手段がない
　　　他に手段がある(事務事業名・活動名）

⑤事務事業を休止，廃止した場合の成果への影響
の有無とその対策

　　　影響は大きく，問題の発生が予想される
　　　代替案や対策を採ることで対応できる

名称

③前年度の改革・改善案

②改革・改善案を実現する上で克服するべ
き課題と解決方法

資源配分

総合評価

今後の方向性
評価理由

③成果の向上余地　《成果は，昨年度と比べてどうであったか？工夫をすることで今後，更なる成果向上ができるか？》

①行政関与の必要性　《目的達成に向けて，行政の範囲は行政の役割から見て適切か？また市民の意向や社会の要請から見て適切か？》

   　適切

   　適切

   　適切

⑤事業費の削減余地　《活動量を下げずに事業費を削減できないか？（仕様や工法の見直し，市民の協力など）》

全体総括（振り返り，反省点）

⑥人件費の削減余地　《活動量を下げずに人件費を削減できないか？（業務プロセスの見直し，個々の業務の効率化等，業務委託や臨時雇用等）》

有
効
性
評
価

【CHECK】事務事業の一次評価

①改革・改善案

　　　他の事務事業や活動と統廃合や連携ができる
　　　統廃合や連携はできない・既に連携している

⑥類似事業との統廃合・連携の可能性　（民間活動
も含む）

　 　 削減の余地がない

　 　 削減の余地がある

一次評価結果

効
率
性
評
価

【ACTION】事務事業の改革・改善 フォローアップ　前年度の課題や問題点 その他

必要性

有効性

効率性

  見直しの余地がある

  見直しの余地がある

  見直しの余地がある

④成果の波及効果《全市民，または多くの市民や他の施策への波及効果があるか？》

必
要
性
評
価

②総合計画との整合性，対象と意図の妥当性 《目的（対象と意図）は総合計画と結びついているか？実態（社会環境の変化）に合っているか？》

　 　適切である

　 　見直しの余地がある

　 　向上の余地がない

　 　向上の余地がある

事務事業を取り巻く環境《対象や法令根拠及び社会環境の変化（開始時期又は５年前との比較）・市民からの意見や要望》
社会情勢の変化・市民ニーズの把握



２　【H25事業計画（主に担当者が行う業務内容及び手順）】

人

その他

千円

円

単位

一般財源

事業費計（ア）

千円

千円

小政策

項

地方債

千円

千円嘱託臨時

千円

支給額

政
策
体
系

政策

２　社会保障
２　国民健康保険の安定運営

３　共に支えあい，健やかに暮らせるまちづくり 〔健康・福祉〕

２　日々の健康を支える安心な保健・医療の体制を整えます

小施策

他課の協力分

施策

55,556

時間外

千円

人件費計（イ）

千円

事業費及び指標の推移

43,125

1,125

44,220

23年度（実績）

127 106

45,345

1,125

0.10

14,097

1,350

28,773

22年度（実績）

17,493

54,806

0.1501,973

15,122

43,642

28,520 28,000

42,000

14,000

指標区分

24,855

420,000420,000 420,000

1,973

44,767 43,973

104 100

24年度（実績）

1,1251,125

100

0.150 1,125

1,125

1,1251,125

43,125

25,666 24,59625,273 24,34026,072

42,000 42,00042,000

14,00014,000 14,000

28,000 28,000

0.15

750

750 0.15 1,125

円

件

３　【年度目標】

24年度（実績）

国保加入者の出産に対して、出産育児一時金を支給
し経済的負担を軽減する。

単位 26年度（計画）25年度（実績）

４　【事業費の内容（決算額）】
―

目

実施手法
根拠法令
関連計画

補助金の有無
出産育児諸費国保特会

一部委託 ―

保険給付費 出産育児一時金

H18 単年度繰返し

記入日

―

平成26年3月31日
所属部課名

終了年度
継続

後期基本計
画重点視点

所管省庁

市単独

補助率

保険年金課
補
助
単
独
区
分

負担金の有無
国民健康保険法

共催者・関係団体

②事務事業の意図（どのようにしたい
のか。どういう状態にしたいのか）

④
対象
指標

国保加入者
単位

・負担金補助及び交付金
４２，０００千円

人

⑤
成果
指標

事
業
期
間

重要事務事業
総合計画実施計画 ―

義務的事業

新規・継続
開始年度

職員割合 千円

県支出金

千円

国庫支出金 千円

千円

34,773

事業費

事務事業性質

①対象
(働きかける相手・もの）

国保加入者

・国保連合会の請求に対して１件当り４２万円を上限として
支払う。
・１件当り４２万円に満たない国保連合会からの請求に対し
差額分を被保険者に支払う。

１　【事務事業の全体概要及び背景】

被保険者の出産に対して国保連合
会からの請求に対して支払う。

目
的

投
入
コ
ス
ト

（
イ
ン
プ

ッ
ト

）

23年度（実績）

国保加入者

件出産育児一時金支払件数

人

予
算
科
目

会計

事
業
費

財
源
内
訳

トータルコスト（ア）＋（イ）

人
件
費

款

５　事務事業の目的と手段

1,125

【DO】事務事業の実施

27年度（計画）

活
動
指
標

対
象
指
標

420,000成
果
指
標

420,000

手
段

・国保加入者の出産に対して、国保連合会を通じて
医療機関への支払いを行い、差額が生じた場合は加
入者に差額分を支払う。

③目的を達成するために実際に
行った行政活動（サービス）

26年度（目標）

22年度（実績）

2,540

28年度（計画）

25年度（実績）

0.263

28,000

24,941

420,000420,000

100

0.150

28年度（目標）

100

27年度（目標）

43,125

⑥
活動
指標

実施計画・事務事業評価共通調書

【PLAN】事務事業の計画

事務事業名

6事務事業番号

出産育児一時金支給事業

評価区分

評価外事業

支給額

出産育児一時金支払件数

総
合
計
画

H26事業計画 H27事業計画 H28事業計画
・国保連合会の請求に対して１件当り
４２万円を上限として支払う。
・１件当り４２万円に満たない国保連
合会からの請求に対し差額分を被保
険者に支払う。

同上 同上

細目名
義務的経費



【CHECK】事務事業の一次評価

有
効
性
評
価

③成果の向上余地　《成果は，昨年度と比べてどうであったか？工夫をすることで今後，更なる成果向上ができるか？》

①行政関与の必要性　《目的達成に向けて，行政の範囲は行政の役割から見て適切か？また市民の意向や社会の要請から見て適切か？》

②総合計画との整合性，対象と意図の妥当性 《目的（対象と意図）は総合計画と結びついているか？実態（社会環境の変化）に合っているか？》

　 　適切である

　 　見直しの余地がある

　 　向上の余地がない

　 　向上の余地がある

④取組状況

①改革・改善案

⑥人件費の削減余地　《活動量を下げずに人件費を削減できないか？（業務プロセスの見直し，個々の業務の効率化等，業務委託や臨時雇用等）》

　 　 削減の余地がない

　 　 削減の余地がある

効
率
性
評
価

⑤事業費の削減余地　《活動量を下げずに事業費を削減できないか？（仕様や工法の見直し，市民の協力など）》

その他

⑤事務事業を休止，廃止した場合の成果への影響
の有無とその対策

　　　影響は大きく，問題の発生が予想される
　　　代替案や対策を採ることで対応できる

④成果の波及効果《全市民，または多くの市民や他の施策への波及効果があるか？》

必
要
性
評
価

　　　他に手段がない
　　　他に手段がある(事務事業名・活動名）

⑥類似事業との統廃合・連携の可能性　（民間活動
も含む）

フォローアップ　前年度の課題や問題点

③前年度の改革・改善案

必要性

有効性

効率性

②改革・改善案を実現する上で克服するべ
き課題と解決方法

【ACTION】事務事業の改革・改善

  見直しの余地がある

  見直しの余地がある

  見直しの余地がある

一次評価結果

社会情勢の変化・市民ニーズの把握
事務事業を取り巻く環境《対象や法令根拠及び社会環境の変化（開始時期又は５年前との比較）・市民からの意見や要望》

総合評価

今後の方向性
評価理由

　　　他の事務事業や活動と統廃合や連携ができる
　　　統廃合や連携はできない・既に連携している

名称

資源配分

【PLAN】事務事業の計画

全体総括（振り返り，反省点）

   　適切

   　適切

   　適切



２　【H25事業計画（主に担当者が行う業務内容及び手順）】

人

項 目

手
段

③目的を達成するために実際に
行った行政活動（サービス）

①対象
(働きかける相手・もの）

②事務事業の意図（どのようにしたい
のか。どういう状態にしたいのか）

国保加入者の死亡に対し、葬祭費を支給し経済的負
担を軽減する。

国保加入者

葬祭諸費 笠間市国民健康保険条例根拠法令
細目名 関連計画

義務的経費

143

28年度（目標）

9,125

・国保加入者の死亡に対し、申請により葬祭費を支給
する。

22年度（実績）

⑥
活動
指標

葬祭費支払件数

24,596 24,340

26年度（目標）

1,125

0.150 1,1250.150

8,000

8,000

活
動
指
標

④
対象
指標

単位

円

27年度（計画）

8,000

記入日

事務事業性質

―

義務的事業
重要事務事業

総合計画実施計画

―

平成26年3月31日
保険年金課

所管省庁補
助
単
独
区
分

補助率

市単独

H18 単年度繰返し 共催者・関係団体

終了年度開始年度
継続

所属部課名

保険給付費

事務事業番号

３　共に支えあい，健やかに暮らせるまちづくり 〔健康・福祉〕

7

２　日々の健康を支える安心な保健・医療の体制を整えます

葬祭費支給事業

事
業
期
間２　国民健康保険の安定運営

２　社会保障

予
算
科
目

会計
国保特会

総
合
計
画

款

単位

支給額

５　事務事業の目的と手段

目
的

件

国保加入者数

負担金補助及び交付金
７，２５０千円

H28事業計画

26年度（計画）

8,875

1,995

8,000 8,000

8,000

8,275

0.15 1,125 0.150 1,125

7,250

7,2507,150

1,9951,125

対
象
指
標

50,00050,000

160 160

27年度（目標）

葬祭費支払件数 件

投
入
コ
ス
ト

（
イ
ン
プ

ッ
ト

）

一般財源

事業費計（ア）

トータルコスト（ア）＋（イ）

地方債

時間外

他課の協力分

人件費計（イ）

単位

千円

千円

千円

24,85525,666 24,941

指標区分

1,125

8,250

国保加入者数 26,072

160

0.266 1,125

３　【年度目標】１　【事務事業の全体概要及び背景】

国保加入者の死亡に対し、申請により１件当り５万円を支給
する。

0.15

1,125

政策
小政策
施策

小施策

国保加入者の死亡に対し、申請によ
り１件当り５万円を支給する。

同上

葬祭諸費

国保加入者の死亡に対し葬祭費を
支給する。

実施手法 補助金の有無

24年度（実績） 25年度（実績） 28年度（計画）23年度（実績）

４　【事業費の内容（決算額）】

同上

―直営 ―

【DO】事務事業の実施

国庫支出金

千円

人

事業費

人
件
費

7,500

嘱託臨時

7,750

⑤
成果
指標

事業費及び指標の推移

千円

財
源
内
訳

H27事業計画

7,150

事
業
費

負担金の有無

千円

県支出金

その他

職員割合

7,500

7,750

千円

千円

千円

千円

千円

0.10 750

1,125

9,245 9,125 9,125

1,125

25,273

750

23年度（実績） 24年度（実績）

千円

人

25年度（実績）

145150

22年度（実績）

162

支給額 50,00050,000 50,000円 50,000 50,000

実施計画・事務事業評価共通調書

後期基本計
画重点視点

新規・継続

評価区分

評価外事業

【PLAN】事務事業の計画

事務事業名

政
策
体
系

成
果
指
標

H26事業計画



【PLAN】事務事業の計画

④取組状況
　　　他に手段がない
　　　他に手段がある(事務事業名・活動名）

⑤事務事業を休止，廃止した場合の成果への影響
の有無とその対策

　　　影響は大きく，問題の発生が予想される
　　　代替案や対策を採ることで対応できる

名称

③前年度の改革・改善案

②改革・改善案を実現する上で克服するべ
き課題と解決方法

資源配分

総合評価

今後の方向性
評価理由

③成果の向上余地　《成果は，昨年度と比べてどうであったか？工夫をすることで今後，更なる成果向上ができるか？》

①行政関与の必要性　《目的達成に向けて，行政の範囲は行政の役割から見て適切か？また市民の意向や社会の要請から見て適切か？》

   　適切

   　適切

   　適切

⑤事業費の削減余地　《活動量を下げずに事業費を削減できないか？（仕様や工法の見直し，市民の協力など）》

全体総括（振り返り，反省点）

⑥人件費の削減余地　《活動量を下げずに人件費を削減できないか？（業務プロセスの見直し，個々の業務の効率化等，業務委託や臨時雇用等）》

有
効
性
評
価

【CHECK】事務事業の一次評価

①改革・改善案

　　　他の事務事業や活動と統廃合や連携ができる
　　　統廃合や連携はできない・既に連携している

⑥類似事業との統廃合・連携の可能性　（民間活動
も含む）

　 　 削減の余地がない

　 　 削減の余地がある

一次評価結果

効
率
性
評
価

【ACTION】事務事業の改革・改善 フォローアップ　前年度の課題や問題点 その他

必要性

有効性

効率性

  見直しの余地がある

  見直しの余地がある

  見直しの余地がある

④成果の波及効果《全市民，または多くの市民や他の施策への波及効果があるか？》

必
要
性
評
価

②総合計画との整合性，対象と意図の妥当性 《目的（対象と意図）は総合計画と結びついているか？実態（社会環境の変化）に合っているか？》

　 　適切である

　 　見直しの余地がある

　 　向上の余地がない

　 　向上の余地がある

事務事業を取り巻く環境《対象や法令根拠及び社会環境の変化（開始時期又は５年前との比較）・市民からの意見や要望》
社会情勢の変化・市民ニーズの把握



２　【H25事業計画（主に担当者が行う業務内容及び手順）】

人

月
⑥

活動
指標

毎月支払

対
象
指
標

24,596

28年度（目標）

375 375 375

被保険者１人当りの支援金

回

【DO】事務事業の実施

③目的を達成するために実際に
行った行政活動（サービス）

・後期高齢者医療制度による支援金を国保税、国県の負
担金補助金より社会保険診療報酬支払基金を通じて納付
する。　　　　　・後期高齢者支援金に対しての負担金、補
助金の申請実績報告を行う。

実績報告回数

３　共に支えあい，健やかに暮らせるまちづくり 〔健康・福祉〕

回

項

１　【事務事業の全体概要及び背景】 ３　【年度目標】

総
合
計
画

国民健康保険法
細目名

後期高齢者支援金後期高齢者支援金等 義務的経費
関連計画
根拠法令

手
段

単位
国保加入者数

⑤
成果
指標

人

千円

負担金申請回数

厚労省

④
対象
指標

成
果
指
標

40

２　日々の健康を支える安心な保健・医療の体制を整えます

23年度（実績）

44

3

款

後期高齢者医療制度に対する支援金を納付する。

平成26年3月31日
保険年金課

―

所属部課名

補
助
単
独
区
分

所管省庁義務的事業
―

【PLAN】事務事業の計画

事務事業名
評価区分

事務事業番号

後期高齢者支援金事業

事務事業性質
重要事務事業

総合計画実施計画

目

２　社会保障
２　国民健康保険の安定運営

実施計画・事務事業評価共通調書

後期基本計
画重点視点

評価外事業

8

国・県補助

H20 単年度繰返し 共催者・関係団体

国41%県9%
終了年度

補助率

後期高齢者医療制度による支援金を
各保険者において社会保険診療報
酬支払基金を通じて納付する。後期
高齢者支援金に対する国県の負担
金補助金の申請実績報告を行う。

予
算
科
目

会計
国保特会 後期高齢者支援金等

125,061

12

285,522

122,011

27年度（計画）

活
動
指
標

25年度（実績）

92,565 116,349

負担金申請回数

24年度（実績）

140,060 265,632127,740

28年度（計画）

569,722

22年度（実績）

410,876

23年度（実績）

530,035

119,035

271,764 278,558

542,270 555,827503,371

508,579 380,753

63,658

516,933

1,322,611 1,389,568

51

1212

1,157,317

0.050375

1,322,986

12

26年度（目標）

①対象
(働きかける相手・もの）

・

国保加入者

1,034,061

4

25年度（実績）

1,258,512

45

目
的

②事務事業の意図（どのようにしたい
のか。どういう状態にしたいのか）

1,156,942

375

22年度（実績）

1,292,957

3

12

0.05 375

188

25,273

24年度（実績）

４　【事業費の内容（決算額）】

補助金の有無
一部委託 ―
実施手法 負担金の有無

26年度（計画）

・社会保険診療報酬支払基金からの納付書で毎月５日まで
に支援金を納付する。
・後期高齢者支援金に対する国県の負担金補助金の申請
実績報告を行う。

375

24,34024,855

3

4

24,941

4

―

負担金補助及び交付金
１，２９２，７６９千円

4

1,356,052

3 3

4

55

12

1,389,943

27年度（目標）

3

5753

1,258,137

0.050375

1,355,677

375

千円

県支出金

0.025

462,173423,757

132,167千円

0.05 375 0.05

389,542 399,281 409,263

千円

1,033,686

375

66,886

単位事業費

その他

0.050

1,292,769

188

政
策
体
系

政策
小政策
施策

小施策

千円

事業費及び指標の推移

地方債

財
源
内
訳

投
入
コ
ス
ト

（
イ
ン
プ

ッ
ト

）

国庫支出金

一般財源

嘱託臨時

人件費計（イ）

時間外

事業費計（ア）

職員割合

事
業
費

375

国保加入者数

被保険者１人当りの支援金

実績報告回数

毎月支払

トータルコスト（ア）＋（イ）

千円

千円

単位指標区分

人
件
費 他課の協力分

50

25,66626,072

3

12

記入日

事
業
期
間

開始年度
継続新規・継続

H26事業計画 H27事業計画 H28事業計画
・社会保険診療報酬支払基金からの
納付書で毎月５日までに支援金を納
付する。
・後期高齢者支援金に対する国県の
負担金補助金の申請実績報告を行
う。

同上 同上

回

月

千円

回

人

千円

千円

千円

千円

千円

千円



②改革・改善案を実現する上で克服するべ
き課題と解決方法

【ACTION】事務事業の改革・改善 フォローアップ　前年度の課題や問題点

【CHECK】事務事業の一次評価

必要性

有効性

効率性

効
率
性
評
価

⑤事業費の削減余地　《活動量を下げずに事業費を削減できないか？（仕様や工法の見直し，市民の協力など）》

  見直しの余地がある

  見直しの余地がある

  見直しの余地がある

③成果の向上余地　《成果は，昨年度と比べてどうであったか？工夫をすることで今後，更なる成果向上ができるか？》

全体総括（振り返り，反省点）

総合評価

今後の方向性

　 　適切である

　 　見直しの余地がある

【PLAN】事務事業の計画

後期高齢者医療制度が成り立たなくなる。

評価理由

　 　 削減の余地がない

　 　 削減の余地がある

資源配分

社会情勢の変化・市民ニーズの把握

   　適切

   　適切

   　適切

④取組状況

⑥類似事業との統廃合・連携の可能性　（民間活動
も含む）

③前年度の改革・改善案

事務事業を取り巻く環境《対象や法令根拠及び社会環境の変化（開始時期又は５年前との比較）・市民からの意見や要望》

　 　向上の余地がない

　 　向上の余地がある

①行政関与の必要性　《目的達成に向けて，行政の範囲は行政の役割から見て適切か？また市民の意向や社会の要請から見て適切か？》

有
効
性
評
価

必
要
性
評
価

②総合計画との整合性，対象と意図の妥当性 《目的（対象と意図）は総合計画と結びついているか？実態（社会環境の変化）に合っているか？》

　　　影響は大きく，問題の発生が予想される
　　　代替案や対策を採ることで対応できる

①改革・改善案

名称

　　　他に手段がない
　　　他に手段がある(事務事業名・活動名）

⑤事務事業を休止，廃止した場合の成果への影響
の有無とその対策

　　　他の事務事業や活動と統廃合や連携ができる
　　　統廃合や連携はできない・既に連携している

その他

⑥人件費の削減余地　《活動量を下げずに人件費を削減できないか？（業務プロセスの見直し，個々の業務の効率化等，業務委託や臨時雇用等）》

一次評価結果

④成果の波及効果《全市民，または多くの市民や他の施策への波及効果があるか？》



２　【H25事業計画（主に担当者が行う業務内容及び手順）】

人

被保険者１人当り納付金

国保加入者数 人

円 142129

24,941

12 12

48

25,273 24,596

52

901

千円

千円

千円

8051,057

時間外

千円

千円

その他

1,193

単位

397 318

366

3,429

619

23年度（実績） 26年度（計画）24年度（実績）

投
入
コ
ス
ト

（
イ
ン
プ

ッ
ト

）

千円

千円

千円

地方債

千円

月

事
業
費

財
源
内
訳

国庫支出金

県支出金

人件費計（イ）

事業費計（ア）

一般財源

指標区分

毎月支払

予
算
科
目

会計
国保特会 前期高齢者納付金等

款

事務事業番号

総
合
計
画

小政策
施策

小施策 ２　国民健康保険の安定運営

政
策
体
系

政策 ３　共に支えあい，健やかに暮らせるまちづくり 〔健康・福祉〕

２　日々の健康を支える安心な保健・医療の体制を整えます

単位

職員割合

千円嘱託臨時

前期高齢者納付金事業

評価区分

千円

・６５歳以上７５歳未満の前期高齢者
に係る医療費の不均衡を調整するた
め前期高齢者納付金を社会保険診
療報酬支払基金を通じて納付する。
・前期高齢者納付金に対する国県の
負担金補助金の申請実績報告を行
う。

1,132

前期高齢者

トータルコスト（ア）＋（イ）

人
件
費 他課の協力分

24,34024,855

183161

375 0.050 375

3,997 4,482

375

27年度（目標）25年度（実績）24年度（実績）

12

1,381

22年度（実績） 23年度（実績）

12 12

2,050

1,069

188

1,960

1,675

1,685

375

2,374

26年度（目標）

12

375

28年度（計画）

407

1,828

45770

606

375375

0.050 0.050

一部委託

4,857

毎月支払

円

共催者・関係団体

― ―

負担金及び交付金
１，１９３千円

４　【事業費の内容（決算額）】

新規・継続

義務的事業

終了年度

後期基本計
画重点視点

事
業
期
間

継続
―

実施手法 補助金の有無

H18 単年度繰返し

記入日

―

２　社会保障

国民健康保険法
項

負担金の有無

前期高齢者納付金等 義務的経費
目

平成26年3月31日

補
助
単
独
区
分

所管省庁

所属部課名 保険年金課

補助率

国・県補助 厚労省

国41%県9%

155

0.05 375375

481

月

27年度（計画）

0.05

1,310

375

事業費及び指標の推移

千円

2,197

0.025 375

成
果
指
標

64

12

対
象
指
標

26,072 25,666

3,804

375

28年度（目標）

66

【DO】事務事業の実施

101

22年度（実績）

4,372

実施計画・事務事業評価共通調書

関連計画

開始年度

根拠法令

9

評価外事業

前期高齢者納付金
細目名

【PLAN】事務事業の計画

事務事業名

事業費

1,630

25年度（実績）

1,292

1,999

手
段

③目的を達成するために実際に
行った行政活動（サービス）

・６５歳以上７５歳未満の前期高齢者に係る医療費の
不均衡を調整するため前期高齢者納付金を社会保
険診療報酬支払い基金を通じて納付する。

⑥
活動
指標

活
動
指
標

171

0.05 188

１　【事務事業の全体概要及び背景】

H28事業計画

単位
人

３　【年度目標】

・社会保険診療報酬支払基金からの納付書で毎月５日まで
に前期高齢者納付金を納付する。
・前期高齢者納付金に対する国県の負担金補助金の申請
実績報告を行う。

④
対象
指標
⑤

成果
指標

被保険者１人当り納付金

５　事務事業の目的と手段

①対象
(働きかける相手・もの）

国保加入者数

②事務事業の意図（どのようにしたい
のか。どういう状態にしたいのか）

事務事業性質
重要事務事業

総合計画実施計画

目
的

H26事業計画 H27事業計画
・社会保険診療報酬支払基金からの
納付書で毎月５日までに前期高齢者
納付金を納付する。
・前期高齢者納付金に対する国県の
負担金補助金の申請実績報告を行
う。

６５歳以上７５歳未満の前期高齢者に係る医療費に対
して納付金を納付する。



④取組状況

効
率
性
評
価

⑤事業費の削減余地　《活動量を下げずに事業費を削減できないか？（仕様や工法の見直し，市民の協力など）》

　 　 削減の余地がない

　 　 削減の余地がある

   　適切

   　適切

   　適切

その他フォローアップ　前年度の課題や問題点

⑥人件費の削減余地　《活動量を下げずに人件費を削減できないか？（業務プロセスの見直し，個々の業務の効率化等，業務委託や臨時雇用等）》

一次評価結果

必要性

有効性

効率性

全体総括（振り返り，反省点）

  見直しの余地がある

  見直しの余地がある

  見直しの余地がある

【ACTION】事務事業の改革・改善

②改革・改善案を実現する上で克服するべ
き課題と解決方法

　　　影響は大きく，問題の発生が予想される
　　　代替案や対策を採ることで対応できる

①改革・改善案

　 　適切である

　 　見直しの余地がある

事務事業を取り巻く環境《対象や法令根拠及び社会環境の変化（開始時期又は５年前との比較）・市民からの意見や要望》

必
要
性
評
価

①行政関与の必要性　《目的達成に向けて，行政の範囲は行政の役割から見て適切か？また市民の意向や社会の要請から見て適切か？》

社会情勢の変化・市民ニーズの把握

②総合計画との整合性，対象と意図の妥当性 《目的（対象と意図）は総合計画と結びついているか？実態（社会環境の変化）に合っているか？》

有
効
性
評
価

④成果の波及効果《全市民，または多くの市民や他の施策への波及効果があるか？》

③成果の向上余地　《成果は，昨年度と比べてどうであったか？工夫をすることで今後，更なる成果向上ができるか？》

【CHECK】事務事業の一次評価

　 　向上の余地がない

　 　向上の余地がある

資源配分

⑥類似事業との統廃合・連携の可能性　（民間活動
も含む）

　　　他に手段がない
　　　他に手段がある(事務事業名・活動名）

⑤事務事業を休止，廃止した場合の成果への影響
の有無とその対策

③前年度の改革・改善案

総合評価

今後の方向性
評価理由

　　　他の事務事業や活動と統廃合や連携ができる
　　　統廃合や連携はできない・既に連携している

名称

【PLAN】事務事業の計画



２　【H25事業計画（主に担当者が行う業務内容及び手順）】

人

月
⑥

活動
指標

毎月支払

対
象
指
標

9,471

28年度（目標）

375 375 375

国保加入者１人当り納付額

回

【DO】事務事業の実施

③目的を達成するために実際に
行った行政活動（サービス）

・４５歳以上６５歳未満の第２号被保険者が負担する
費用について、国保税、国県の負担金補助金より納
付する。介護納付金に対しての負担金、補助金の申
請実績報告を行う。

実績報告申請回数

３　共に支えあい，健やかに暮らせるまちづくり 〔健康・福祉〕

回

項

１　【事務事業の全体概要及び背景】 ３　【年度目標】

総
合
計
画

国民健康保険法
細目名

介護納付金介護納付金 介護納付金
関連計画
根拠法令

手
段

単位
国保加入者（４０歳以上６５歳未満）

⑤
成果
指標

人

千円

負担金申請回数

厚労省

④
対象
指標

成
果
指
標

47

２　日々の健康を支える安心な保健・医療の体制を整えます

23年度（実績）

44

3

款

４０歳以上６５歳未満の国保加入者の第２号被保険者
が負担する費用について納付金として負担する。

平成26年3月31日
保険年金課

―

所属部課名

補
助
単
独
区
分

所管省庁義務的事業
―

【PLAN】事務事業の計画

事務事業名
評価区分

事務事業番号

介護納付金事業

事務事業性質
重要事務事業

総合計画実施計画

目

２．社会保障
２　国民健康保険の安定運営

実施計画・事務事業評価共通調書

後期基本計
画重点視点

評価外事業

10

国・県補助

H18 単年度繰返し 共催者・関係団体

国41%県9%
終了年度

補助率

・４０歳以上６５歳未満の第２号被保
険者が負担する費用について、国保
税の介護分また、国県の負担金補助
金より社会保険診療報酬支払基金を
通じて納付する。
・介護納付金に対しての負担金、補
助金の申請実績報告を行う。

予
算
科
目

会計
国保特会 介護納付金

61,792

12

27,670

58,849

27年度（計画）

活
動
指
標

25年度（実績）

44,149 53,347

負担金申請回数

24年度（実績）

25,157 23,91425,594

28年度（計画）

281,495

22年度（実績）

164,211

23年度（実績）

243,025

56,047

25,124 26,380

255,325 268,091241,894

251,991 272,460

30,761

242,739

622,745 686,546

61

1212

527,917

0.050375

623,120

12

26年度（目標）

①対象
(働きかける相手・もの）

５　事務事業の目的と手段

介護保険２号該当者

483,350

4

25年度（実績）

564,411

52

目
的

②事務事業の意図（どのようにしたい
のか。どういう状態にしたいのか）

527,542

375

22年度（実績）

592,934

3

12

0.05 375

188

10,063

24年度（実績）

４　【事業費の内容（決算額）】

補助金の有無
一部委託 ―
実施手法 負担金の有無

26年度（計画）

・社会保険診療報酬支払基金からの納付書で毎月５日まで
に介護納付金を納付する。
・介護納付金に対する国県の負担金補助金の申請実績報
告を行う。

375

9,2829,665

3

4

9,752

4

―

負担金補助及び交付金
５９２，７４６千円

4

654,257

3 3

4

69

12

686,921

27年度（目標）

3

7464

564,036

0.050375

653,882

375

千円

県支出金

0.025

229,293222,915

24,648千円

0.05 375 0.05

286,249 300,562 315,589

千円

482,975

375

71,201

単位事業費

その他

0.050

592,746

188

政
策
体
系

政策
小政策
施策

小施策

千円

事業費及び指標の推移

地方債

財
源
内
訳

投
入
コ
ス
ト

（
イ
ン
プ

ッ
ト

）

国庫支出金

一般財源

嘱託臨時

人件費計（イ）

時間外

事業費計（ア）

職員割合

事
業
費

375

国保加入者（４０歳以上６５歳未満）

国保加入者１人当り納付額

実績報告申請回数

毎月支払

トータルコスト（ア）＋（イ）

千円

千円

単位指標区分

人
件
費 他課の協力分

56

10,27210,197

3

12

記入日

事
業
期
間

開始年度
継続新規・継続

H26事業計画 H27事業計画 H28事業計画
・社会保険診療報酬支払基金からの
納付書で毎月５日までに介護納付金
を納付する。
・介護納付金に対する国県の負担金
補助金の申請実績報告を行う。

同上 同上

回

月

千円

回

人

千円

千円

千円

千円

千円

千円



②改革・改善案を実現する上で克服するべ
き課題と解決方法

【ACTION】事務事業の改革・改善 フォローアップ　前年度の課題や問題点

【CHECK】事務事業の一次評価

必要性

有効性

効率性

効
率
性
評
価

⑤事業費の削減余地　《活動量を下げずに事業費を削減できないか？（仕様や工法の見直し，市民の協力など）》

  見直しの余地がある

  見直しの余地がある

  見直しの余地がある

③成果の向上余地　《成果は，昨年度と比べてどうであったか？工夫をすることで今後，更なる成果向上ができるか？》

全体総括（振り返り，反省点）

総合評価

今後の方向性

　 　適切である

　 　見直しの余地がある

【PLAN】事務事業の計画
評価理由

　 　 削減の余地がない

　 　 削減の余地がある

資源配分

社会情勢の変化・市民ニーズの把握

   　適切

   　適切

   　適切

④取組状況

⑥類似事業との統廃合・連携の可能性　（民間活動
も含む）

③前年度の改革・改善案

事務事業を取り巻く環境《対象や法令根拠及び社会環境の変化（開始時期又は５年前との比較）・市民からの意見や要望》

　 　向上の余地がない

　 　向上の余地がある

①行政関与の必要性　《目的達成に向けて，行政の範囲は行政の役割から見て適切か？また市民の意向や社会の要請から見て適切か？》

有
効
性
評
価

必
要
性
評
価

②総合計画との整合性，対象と意図の妥当性 《目的（対象と意図）は総合計画と結びついているか？実態（社会環境の変化）に合っているか？》

　　　影響は大きく，問題の発生が予想される
　　　代替案や対策を採ることで対応できる

①改革・改善案

名称

　　　他に手段がない
　　　他に手段がある(事務事業名・活動名）

⑤事務事業を休止，廃止した場合の成果への影響
の有無とその対策

　　　他の事務事業や活動と統廃合や連携ができる
　　　統廃合や連携はできない・既に連携している

その他

⑥人件費の削減余地　《活動量を下げずに人件費を削減できないか？（業務プロセスの見直し，個々の業務の効率化等，業務委託や臨時雇用等）》

一次評価結果

④成果の波及効果《全市民，または多くの市民や他の施策への波及効果があるか？》



２　【H25事業計画（主に担当者が行う業務内容及び手順）】

人

受診率

４０歳～７４歳の国保加入者 人

％ 40.0035.41

17,399

57

6,658

57

9,000

健診回数 回

38.27

18,055 18,000

36.72

27,937

千円

千円

千円

23,16524,996

時間外

千円

千円

その他

53,000

単位

10,764 11,307

22,773

42,600

7,888

23年度（実績） 26年度（計画）24年度（実績）

投
入
コ
ス
ト

（
イ
ン
プ

ッ
ト

）

千円

千円

千円

地方債

千円

人

事
業
費

財
源
内
訳

国庫支出金

県支出金

人件費計（イ）

事業費計（ア）

一般財源

指標区分

受診者数

予
算
科
目

会計
国保特会 特定健康診査等事業費

款

事務事業番号

総
合
計
画

小政策
施策

小施策 ２　国民健康保険の安定運営

政
策
体
系

政策 ３　共に支えあい，健やかに暮らせるまちづくり 〔健康・福祉〕

２　日々の健康を支える安心な保健・医療の体制を整えます

単位

職員割合

千円嘱託臨時

特定健康診査等事業

評価区分

千円

４０歳から７４歳の国保加入者に生活
習慣病を予防するための健康診査、
健康指導を行う。

8,802

４０歳～７４歳の国保加入者

トータルコスト（ア）＋（イ）

人
件
費 他課の協力分

18,00018,018

50.0045.00

4,125 0.550 4,125

61,047 64,718

4,125

57

27年度（目標）

57

25年度（実績）24年度（実績）

57

6,630

58,108

22年度（実績） 23年度（実績）

41

6,648 6,369

47,463

8,100

5,108

29,763

43,713

54,514

4,125

61,528

26年度（目標）

7,207

3,750

28年度（計画）

11,592

12,840

12,84011,307

10,396

4,1254,125

0.550 0.550

一部委託

68,843

受診者数

％

共催者・関係団体

― ―

委託料等　５３，０００千円

４　【事業費の内容（決算額）】

新規・継続

政策的事業

終了年度

後期基本計
画重点視点

事
業
期
間

継続
○

実施手法 補助金の有無

H18 単年度繰返し

記入日

○

２　社会保障

高齢者の医療の確保に関する法律
項

負担金の有無
保健事業費 特定健康診査等事業費

目

平成26年3月31日

補
助
単
独
区
分

所管省庁

所属部課名 保険年金課

補助率

国・県補助 厚労省

1/3

7,888

0.55 4,1253,750

6,088

人

9,000

回

27年度（計画）

0.55

50,389

4,125

事業費及び指標の推移

千円

30,038

0.681 4,125

成
果
指
標

37.74

8,100

対
象
指
標

17,615 17,988

41

46,725

4,125

28年度（目標）

10,764

【DO】事務事業の実施

10,377

22年度（実績）

65,172

実施計画・事務事業評価共通調書

関連計画

開始年度

根拠法令

11

評価事業

特定健康診査等事業費

細目名

【PLAN】事務事業の計画

事務事業名

事業費

7,742

11,592

25年度（実績）

28,888

57,403

手
段

③目的を達成するために実際に
行った行政活動（サービス）

特定健康診査の受診率の向上、特定健康指導実施率の向上に向
け、特定健康診査では、年度当初に４０歳～７４歳の被保険者に受
診券を送付し、９月に受診されていない方に再通知を実施、保健
指導では電話や家庭訪問等により保健指導の説明をおこない個
別勧奨を行う。

⑥
活動
指標

活
動
指
標

7,221

8,802

0.50 5,108

健診回数

１　【事務事業の全体概要及び背景】

H28事業計画
同上

単位
人

３　【年度目標】

４０歳から７４歳の国保加入者に対し受診券を送付し特定健
康診査の受診率の向上、特定健康指導実施率の向上に向
け、特定健康診査では９月に受診されていない方に再通知
を実施、保健指導では電話や家庭訪問等により保健指導の
説明を行い個別勧奨を行う。

④
対象
指標
⑤

成果
指標

受診率

５　事務事業の目的と手段

①対象
(働きかける相手・もの）

４０歳～７４歳の国保加入者

②事務事業の意図（どのようにしたい
のか。どういう状態にしたいのか）

事務事業性質
重要事務事業

総合計画実施計画

目
的

H26事業計画 H27事業計画
４０歳から７４歳の国保加入者に対し
受診券を送付し特定健康診査の受
診率の向上、特定健康指導実施率
の向上に向け、特定健康診査では９
月に受診されていない方に再通知を
実施、保健指導では電話や家庭訪
問等により保健指導の説明を行い個
別勧奨を行う。

同上

特定健康診査受診、特定保健指導により自己の健康
維持、増加傾向にある医療費の抑制を図る。



④取組状況

効
率
性
評
価

⑤事業費の削減余地　《活動量を下げずに事業費を削減できないか？（仕様や工法の見直し，市民の協力など）》

　 　 削減の余地がない

　 　 削減の余地がある

   　適切

   　適切

   　適切

平成20年度から「高齢者の医療の確保に関する法律」において、医療保険者に義務付け
られて開始した事業であるため、周知による被保険者の理解拡大により、成果の向上を図
る。

その他

健康増進課、各保健センターとの連携により受診率の向上を図っている。

フォローアップ　前年度の課題や問題点

⑥人件費の削減余地　《活動量を下げずに人件費を削減できないか？（業務プロセスの見直し，個々の業務の効率化等，業務委託や臨時雇用等）》

一次評価結果

必要性

有効性

効率性

全体総括（振り返り，反省点）

  見直しの余地がある

  見直しの余地がある

  見直しの余地がある

【ACTION】事務事業の改革・改善

②改革・改善案を実現する上で克服するべ
き課題と解決方法

　　　影響は大きく，問題の発生が予想される
　　　代替案や対策を採ることで対応できる

・２５年度より市内１４の医療機関と特定健康
診査の集団契約を結び、受診率の向上を図
る。

①改革・改善案

　 　適切である

　 　見直しの余地がある

国保被保険者の生活習慣病を予防するための健康診査及び健康指導は、保険税低減の
観点からも必要である。

事務事業を取り巻く環境《対象や法令根拠及び社会環境の変化（開始時期又は５年前との比較）・市民からの意見や要望》

必
要
性
評
価

①行政関与の必要性　《目的達成に向けて，行政の範囲は行政の役割から見て適切か？また市民の意向や社会の要請から見て適切か？》

社会情勢の変化・市民ニーズの把握

②総合計画との整合性，対象と意図の妥当性 《目的（対象と意図）は総合計画と結びついているか？実態（社会環境の変化）に合っているか？》

有
効
性
評
価

④成果の波及効果《全市民，または多くの市民や他の施策への波及効果があるか？》

③成果の向上余地　《成果は，昨年度と比べてどうであったか？工夫をすることで今後，更なる成果向上ができるか？》

国は医療費の伸びを抑制するため、「高齢者の医療の確保に関する法律」において、医療保険者（国保、被用者保険）の対し、40歳～74歳の被保
険者・被扶養者を対象とする内臓脂肪型肥満に着目した健康診査及び保健指導を義務付けた。

国保被保険者の特定健診・保健指導は、バランスの取れた食生活、適度の運動習慣を身
につけ、健康維持のためのものであるので有効である。

【CHECK】事務事業の一次評価

　 　向上の余地がない

　 　向上の余地がある

現  状  維  持資源配分

⑥類似事業との統廃合・連携の可能性　（民間活動
も含む）

　　　他に手段がない
　　　他に手段がある(事務事業名・活動名）

⑤事務事業を休止，廃止した場合の成果への影響
の有無とその対策

健康維持の手段がなくなるので、医療費の増に繋が
る。

③前年度の改革・改善案

総合評価

今後の方向性 改善し，継続
評価理由

　　　他の事務事業や活動と統廃合や連携ができる
　　　統廃合や連携はできない・既に連携している

名称

特定健康診査・特定保健指導を実施することで、生活習慣病の発症リ
スクが高い内臓脂肪症候群の該当者及び予備軍の減尐を図り、将来的
な医療費の伸びを抑制する。

【PLAN】事務事業の計画



２　【H25事業計画（主に担当者が行う業務内容及び手順）】

人

その他

千円

％

単位

一般財源

事業費計（ア）

千円

千円

小政策

項

地方債

千円

千円嘱託臨時

千円

受診率

政
策
体
系

政策

２　社会保障
２　国民健康保険の安定運営

３　共に支えあい，健やかに暮らせるまちづくり 〔健康・福祉〕

２　日々の健康を支える安心な保健・医療の体制を整えます

小施策

他課の協力分

施策

20,629

時間外

千円

人件費計（イ）

千円

事業費及び指標の推移

27,771

3,375

受診者数（脳ドック）

16,113

164

23年度（実績）

272 279

19,488

3,375

0.50

14,643

735

196

22年度（実績）

15,409

16,879

0.4503,750

19,264

19,264

86

21,651

21,565

指標区分

250

17,500

4.234.23 4.23

250

3,750

22,639 25,401

366 439

24年度（実績）

3,3753,375

490

0.450 3,375

3,375

3,3753,375

27,771

250208192

17,988 17,50018,055 17,50017,615

24,396 24,39624,396

24,31024,310 24,310

86 86

0.45

3,750

3,750 0.45 3,375

％

人

３　【年度目標】

24年度（実績）

人間ドック、脳ドックの受診により特定健康診査受診
率の向上につながり、医療費の抑制を図る。

単位 26年度（計画）25年度（実績）

４　【事業費の内容（決算額）】
―

目

実施手法
根拠法令
関連計画

補助金の有無
保健事業費国保特会

一部委託 ―

保健事業費 保健衛生普及費

H18 単年度繰返し

記入日

○

平成26年3月31日
所属部課名

終了年度
継続

後期基本計
画重点視点

所管省庁

市単独

補助率

保険年金課
補
助
単
独
区
分

負担金の有無
高齢者の医療の確保に関する法律

共催者・関係団体

②事務事業の意図（どのようにしたい
のか。どういう状態にしたいのか）

④
対象
指標

４０歳～７４歳の国保加入者
単位

負担金補助及び交付金
１８，２５５千円
役務費等
３，３９６千円

人

⑤
成果
指標

事
業
期
間

重要事務事業
総合計画実施計画 ○

政策的事業

新規・継続
開始年度

職員割合 千円

県支出金

千円

国庫支出金 千円

千円

事業費

事務事業性質

①対象
(働きかける相手・もの）

４０歳～７４歳の国保加入者

年度当初に募集を行い、応募多数の場合は抽選を行い、人
間ドック受診者に25,000円、脳ドックの受診者に35,000円の
補助を行う。　医療費通知及びジェネリック医薬品差額通知
の郵送。差額通知は年２回実施予定（Ｈ２４は１回）

１　【事務事業の全体概要及び背景】

４０歳から７４歳の国保加入者の人間
ドック、脳ドックに対し補助を行う。

目
的

投
入
コ
ス
ト

（
イ
ン
プ

ッ
ト

）

735

23年度（実績）

４０歳～７４歳の国保加入者

人受診者数（人間ドック）

人

人

予
算
科
目

会計

事
業
費

財
源
内
訳

トータルコスト（ア）＋（イ）

人
件
費

款

５　事務事業の目的と手段

受診者数（脳ドック）

735

3,375

【DO】事務事業の実施

27年度（計画）

活
動
指
標

対
象
指
標

3.09成
果
指
標

2.78

手
段

人間ドックの受診者に25,000円、脳ドックの受診者に
35,000円の補助を行った。

③目的を達成するために実際に
行った行政活動（サービス）

26年度（目標）

22年度（実績）

735

28年度（計画）

25年度（実績）

0.500

86

17,399

3.722.72

490

0.450

28年度（目標）

490

27年度（目標）

27,771

⑥
活動
指標

人

実施計画・事務事業評価共通調書

【PLAN】事務事業の計画

事務事業名

12事務事業番号

国保健康づくり推進事業

評価区分

評価事業

受診率

受診者数（人間ドック）

総
合
計
画

H26事業計画 H27事業計画 H28事業計画
年度当初に募集を行い、応募多数の
場合は抽選を行い、人間ドック受診
者に25,000円、脳ドックの受診者に
35,000円の補助を行う。募集人数を
H25より人間ドックで35人、脳ドックで
20人増やす。　医療費通知及びジェ
ネリック医薬品差額通知（年２回）の
郵送。

同上 同上

細目名
国保健康づくり推進事業



被保険者の健康維持、疾病の早期発見を目的とした保険事業を行うことで、被保険者の健
康増進、疾患の重症化の防止により医療費の削減を図っており、国民健康保険制度を維
持し、健全な運営を図る。

【CHECK】事務事業の一次評価

人間ドック・脳ドック健診の費用の一部を補助することは、国保被保険者の健康の維持増進
を図るために必要である。

有
効
性
評
価

③成果の向上余地　《成果は，昨年度と比べてどうであったか？工夫をすることで今後，更なる成果向上ができるか？》

①行政関与の必要性　《目的達成に向けて，行政の範囲は行政の役割から見て適切か？また市民の意向や社会の要請から見て適切か？》

②総合計画との整合性，対象と意図の妥当性 《目的（対象と意図）は総合計画と結びついているか？実態（社会環境の変化）に合っているか？》

　 　適切である

　 　見直しの余地がある

　 　向上の余地がない

　 　向上の余地がある

人間ドック・脳ドック健診を受診して、疾病の早期発見、早期治療を行うことにより、医療費
の削減につながるので有効である。

④取組状況

・人間ドック、脳ドックともに、補助枠を超える
申し込みがあるため、定数増の可能な機関と
受診枠拡大の調整した。

①改革・改善案

ドック受診の応募者が、募集枠を超えた場合は、抽選により受診者を決定している。公平な
受診機会の観点から募集枠を増やす場合は、一人当たりの補助額の検討を行う必要があ
る。

⑥人件費の削減余地　《活動量を下げずに人件費を削減できないか？（業務プロセスの見直し，個々の業務の効率化等，業務委託や臨時雇用等）》

　 　 削減の余地がない

　 　 削減の余地がある

効
率
性
評
価

⑤事業費の削減余地　《活動量を下げずに事業費を削減できないか？（仕様や工法の見直し，市民の協力など）》

その他

⑤事務事業を休止，廃止した場合の成果への影響
の有無とその対策

・ドック実施機関との調整の結果、新たな
医療機関と契約や、受診希望の多い機
関の定数拡大を行った。その結果、２６
年度は人間ドックで３５人増、脳ドックで２
０人増となった。

　　　影響は大きく，問題の発生が予想される
　　　代替案や対策を採ることで対応できる

④成果の波及効果《全市民，または多くの市民や他の施策への波及効果があるか？》

必
要
性
評
価

　　　他に手段がない
　　　他に手段がある(事務事業名・活動名）

⑥類似事業との統廃合・連携の可能性　（民間活動
も含む）

フォローアップ　前年度の課題や問題点

③前年度の改革・改善案

必要性

有効性

効率性

②改革・改善案を実現する上で克服するべ
き課題と解決方法

【ACTION】事務事業の改革・改善

  見直しの余地がある

  見直しの余地がある

  見直しの余地がある

一次評価結果

社会情勢の変化・市民ニーズの把握

国保被保険者の健康維持・増進のため保健事業の強化を図り、疾病の早期発見により医療費の増加を抑制する。

事務事業を取り巻く環境《対象や法令根拠及び社会環境の変化（開始時期又は５年前との比較）・市民からの意見や要望》

総合評価

今後の方向性 現行どおり継続
評価理由

　　　他の事務事業や活動と統廃合や連携ができる
　　　統廃合や連携はできない・既に連携している

名称

現  状  維  持

健康維持の手段がなくなるので、医療費にも影響す
る。

資源配分

【PLAN】事務事業の計画

全体総括（振り返り，反省点）

   　適切

   　適切

   　適切

被保険者の健康の保持増進を目的とした事業として、笠間市国民健康
保険条例に規定されている保健事業である。



２　【H25事業計画（主に担当者が行う業務内容及び手順）】

人

その他

千円

％

単位

一般財源

事業費計（ア）

千円

千円

小政策

項

地方債

千円

千円嘱託臨時

千円

500

受給率＝受給者数／対象者数

政
策
体
系

政策

２　社会保障
１　医療福祉費支給制度の充実

３　共に支えあい，健やかに暮らせるまちづくり 〔健康・福祉〕

２　日々の健康を支える安心な保健・医療の体制を整えます

小施策

他課の協力分

施策

380,103

時間外

千円

人件費計（イ）

千円

事業費及び指標の推移

426,029

6,125

171

支払件数

402,145

130,239

23年度（実績）

9,218 9,199

409,383

7,238

0.90

179,759

48,563

185,346

117,416

22年度（実績）

165,640

373,182

0.7505,520

186,180

412,641

41,115 54,000

397,448

163,373

500

指標区分

407,240

120,000

9,700

9494 94

120,000

6,020

419,112 403,468

9,018 8,771

24年度（実績）

6,1256,471

9,200

0.750 5,625

6,125

5,625

500500

5,625

426,029

388,041,071

120,000

385,000,000399,177,911

117,623132,208

407,240

10,062 9,7009,687 9,700

358,861,701

9,955

419,904 419,904419,904

191,793191,793 191,793

40,020 40,020

0.80

6,921

6,750 0.90

488 471

6,000

％

円

受給要件を満たして
いるにもかかわらず、
申請がない為、受給
できていないというこ
とも考えられる。関係
課と連携し受給漏れ
がないようにする。

180,075

人

３　【年度目標】

24年度（実績）

医療費を助成することにより、経済的負担を軽減す
る。

単位

医療費助成金額

26年度（計画）25年度（実績）

４　【事業費の内容（決算額）】
―

目

医療福祉費 実施手法
根拠法令
関連計画

補助金の有無
社会福祉費一般会計

一般会計
直営 ○

民生費
民生費

医療福祉費

昭和４８年度 単年度繰り返し

記入日

○

平成26年3月31日
所属部課名

終了年度
継続

５／１０

市民課　子ども福祉課　社会福祉課　県国民健康保険室　健康増進課

後期基本計
画重点視点

所管省庁

国・県補助 茨城県

補助率

保険年金課
補
助
単
独
区
分

負担金の有無
笠間市医療福祉費支給に関する条例

共催者・関係団体

②事務事業の意図（どのようにしたい
のか。どういう状態にしたいのか）

④
対象
指標

対象者数
単位

旅費　　　　　　　　４千円
需用費　　　　　　４８千円
役務費　　　９，７５２千円
委託料　　　２，６４４千円
扶助費　３８５，０００千円

人

⑤
成果
指標

事
業
期
間

重要事務事業
総合計画実施計画 ○

義務的事業

新規・継続
開始年度

職員割合 千円

県支出金

千円

国庫支出金 千円

千円

44,707

事業費

医療費助成金額

事務事業性質

①対象
(働きかける相手・もの）

医療福祉費受給資格対象者（妊産婦・小児・重度心
身障害者・母子家庭の母子・父子家庭の父子）

関連各課より情報提供を受け、受給認定事務および受給者証の
交付を行う。
また、医療機関から請求に基づき（国保連合会・支払基金経由）医
療費の支払いをする。
受給資格更新作業が毎月有。

医療福祉費事務事業

１　【事務事業の全体概要及び背景】
医療福祉費支給制度は、受給資格を満たす
人が健康保険を使って医療機関を受診した
場合、窓口一部負担金を公費で負担する茨
城県の制度であり、昭和４８年から開始され
た。（所得要件有）

外来自己負担金
小児・妊産婦・母子家庭・父子家庭は、１回あ
たり６００円（１医療機関ごとに月２回まで)　重
度心身障害者は自己負担金なし

入院自己負担金
小児・妊産婦・母子家庭・父子家庭は、１日あ
たり３００円（１医療機関ごとに月１０日まで)
重度心身障害者は自己負担金なし

目
的

投
入
コ
ス
ト

（
イ
ン
プ

ッ
ト

）

162,835

23年度（実績）

対象者数

人受給者

件

円

人

予
算
科
目

会計

事
業
費

財
源
内
訳

トータルコスト（ア）＋（イ）

人
件
費

款

５　事務事業の目的と手段

社会福祉費

支払件数

173,823

6,750

【DO】事務事業の実施

27年度（計画）

活
動
指
標

対
象
指
標

94成
果
指
標

93

手
段

受給資格を審査後、認定者について受給者証の交
付を行い医療費を助成した。

③目的を達成するために実際に
行った行政活動（サービス）

407,240

26年度（目標）

22年度（実績） 28年度（計画）

25年度（実績）

188,091

0.736

40,020

9,506

9291

188,091

9,200

0.750

188,091

28年度（目標）

9,200

27年度（目標）

426,029

⑥
活動
指標

件

実施計画・事務事業評価共通調書

【PLAN】事務事業の計画

事務事業名

13事務事業番号

医療福祉費支給事業

評価区分

評価事業

受給率＝受給者数／対象者数

受給者

総
合
計
画

H26事業計画 H27事業計画 H28事業計画

平成26年10月から小児マル福の改正
（外来：0歳から小学3年→0歳から小学6
年）
（入院：0歳から小学3年→0歳から中学3
年）

同左 同左

細目名
医療福祉費支給事業



医療福祉費支給事業は、市民の意向や社会の要請から必要である。

【CHECK】事務事業の一次評価

医療福祉に該当するものの申請、また認定による手続きなど当然必要となってくる。

有
効
性
評
価

③成果の向上余地　《成果は，昨年度と比べてどうであったか？工夫をすることで今後，更なる成果向上ができるか？》

①行政関与の必要性　《目的達成に向けて，行政の範囲は行政の役割から見て適切か？また市民の意向や社会の要請から見て適切か？》

②総合計画との整合性，対象と意図の妥当性 《目的（対象と意図）は総合計画と結びついているか？実態（社会環境の変化）に合っているか？》

　 　適切である

　 　見直しの余地がある

　 　向上の余地がない

　 　向上の余地がある

所得制限を撤廃すれば資格者が拡大し、波及効果はあるが財政的面から成果の向上余
地はない。

④取組状況

①改革・改善案

県の制度に基づくもので業務プロセスにおいて削減の余地がない。

⑥人件費の削減余地　《活動量を下げずに人件費を削減できないか？（業務プロセスの見直し，個々の業務の効率化等，業務委託や臨時雇用等）》

　 　 削減の余地がない

　 　 削減の余地がある

効
率
性
評
価

⑤事業費の削減余地　《活動量を下げずに事業費を削減できないか？（仕様や工法の見直し，市民の協力など）》

その他

⑤事務事業を休止，廃止した場合の成果への影響
の有無とその対策

　　　影響は大きく，問題の発生が予想される
　　　代替案や対策を採ることで対応できる

④成果の波及効果《全市民，または多くの市民や他の施策への波及効果があるか？》

必
要
性
評
価

　　　他に手段がない
　　　他に手段がある(事務事業名・活動名）

⑥類似事業との統廃合・連携の可能性　（民間活動
も含む）

フォローアップ　前年度の課題や問題点

③前年度の改革・改善案

必要性

有効性

効率性

②改革・改善案を実現する上で克服するべ
き課題と解決方法

【ACTION】事務事業の改革・改善

  見直しの余地がある

  見直しの余地がある

  見直しの余地がある

一次評価結果

社会情勢の変化・市民ニーズの把握

所得制限を撤廃してほしいとの要望がある。

事務事業を取り巻く環境《対象や法令根拠及び社会環境の変化（開始時期又は５年前との比較）・市民からの意見や要望》

総合評価

今後の方向性 現行どおり継続
評価理由

　　　他の事務事業や活動と統廃合や連携ができる
　　　統廃合や連携はできない・既に連携している

名称

現  状  維  持

申請などの手続きを廃止した場合、医療福祉制度自
体無くなる。

資源配分

【PLAN】事務事業の計画

全体総括（振り返り，反省点）

   　適切

   　適切

   　適切

県の医療福祉制度に基づくものであり、医療福祉費受給者の生活の安
定と福祉の向上のため必要である。



２　【H25事業計画（主に担当者が行う業務内容及び手順）】

人

目

手
段 円医療費助成金額

⑥
活動
指標

受給者

受給率＝受給者数／対象者数

対象者数

総
合
計
画

市民課　子ども福祉課
笠間市医療福祉費支給に関する条例根拠法令

関連計画

目
的

２　日々の健康を支える安心な保健・医療の体制を整えます

民生費

3,600

2,100

40,239,000

3,000

25年度（実績）

2,776

38,500,000

19,884

2,250

人

活
動
指
標

件

④
対象
指標

人

28年度（目標）

44,399

人件費計（イ）

単位

政策的事業

終了年度
継続

重要事務事業

支払件数

細目名

③目的を達成するために実際に
行った行政活動（サービス）

款 項

3,600

②事務事業の意図（どのようにしたい
のか。どういう状態にしたいのか）

医療費を助成することにより、経済的負担を軽減す
る。

医療福祉費受給資格対象者（児童・生徒：小学４年～
中学３年）

事務事業番号
補
助
単
独
区
分

３　共に支えあい，健やかに暮らせるまちづくり 〔健康・福祉〕

14
記入日

○

所属部課名

総合計画実施計画

平成２２年度

事
業
期
間

事務事業性質

○

開始年度

共催者・関係団体

市単独

補助率

社会福祉費
社会福祉費

平成26年3月31日
保険年金課

所管省庁

単年度繰り返し
２　社会保障

医療福祉費支給事業（市単独分）

補助金の有無医療福祉費事務事業

４　【事業費の内容（決算額）】
―

県制度においては、平成２２年１０月
より小児の対象年齢が未就学児まで
だったものが、小学校３年生まで対
象が拡大された。
それに伴い、市単独事業として小学
校４年～小学校６年生まで対象年齢
を拡大した。
認定要件、自己負担金等は県基準
に準ずる。
平成２５年度からは対象年齢を中学
校３年生まで拡大して実施。

予
算
科
目

会計
一般会計
一般会計

直営

25年度（実績）

負担金の有無実施手法
―

受給要件を満たして
いるにもかかわらず、
申請がない為、受給
できないということも考
えられる。関係課と連
携し受給漏れがない
ようにする。

医療福祉事務事業（小児）と同様に、認定事務を行う。
県制度では小学校３年生までが対象となっているため、他
市町村からの転入者については、申請漏れのないよう特に
注意する。
資格更新作業が毎月有。

３　【年度目標】１　【事務事業の全体概要及び背景】

①対象
(働きかける相手・もの）

％

支払件数

28年度（計画）

委託料　　　　２８１千円
役務費　　２，０２４千円
扶助費　３８，５００千円

単位

42,299

42,299

24年度（実績）

2,800

28,00013,718

2,800

3,000

11,821

22年度（実績）

26,668

1,465

42,299

42,299

2,100

2,070 2,100 0.280 2,1000.280

7477

対
象
指
標

40,239,000円医療費助成金額

7875 78

12,944

1,455

23,866,896

1,883対象者数

指標区分

件

人

23年度（実績）

4,514

受給者

28,000

7,749,185 22,372,271

1,825

40,239,000

44,39942,875

2,800

2,100

44,399

27年度（目標）

40,805 42,299

0.30 0.2762,250

受給資格を審査後、認定者について受給者証の交
付を行い医療費を助成した。

22年度（実績）

8,821

26年度（計画） 27年度（計画）

千円

23,668

24年度（実績）

【DO】事務事業の実施

投
入
コ
ス
ト

（
イ
ン
プ

ッ
ト

）

26,168

0.280 2,100

40,805

26,168

医療福祉費
民生費

医療福祉費支給事業

１　医療福祉費支給制度の充実

５　事務事業の目的と手段

⑤
成果
指標

千円

政策
小政策
施策

小施策

医療福祉費

0.40 3,000

事業費 単位

3,000

8,821

事業費及び指標の推移

国庫支出金

23年度（実績）

23,668 42,299

トータルコスト（ア）＋（イ）

人
件
費 他課の協力分

職員割合

地方債

千円

事
業
費

県支出金財
源
内
訳

千円

その他

千円

千円一般財源

時間外

嘱託臨時

千円

千円

千円

事業費計（ア）

千円

28,418

1,386

0.40

千円

千円

％

28,000

1,896人 3,6003,762

26年度（目標）

2,070

7878

評価事業
事務事業名

同上

成
果
指
標

実施計画・事務事業評価共通調書

後期基本計
画重点視点

新規・継続

評価区分

同上

【PLAN】事務事業の計画

受給率＝受給者数／対象者数

政
策
体
系

同上
H26事業計画 H27事業計画 H28事業計画



【PLAN】事務事業の計画

④取組状況
　　　他に手段がない
　　　他に手段がある(事務事業名・活動名）

⑤事務事業を休止，廃止した場合の成果への影響
の有無とその対策

②改革・改善案を実現する上で克服するべ
き課題と解決方法

③前年度の改革・改善案

⑥類似事業との統廃合・連携の可能性　（民間活動
も含む）

市単独事業であるが廃止した場合、福祉の向上が
減退する。

【CHECK】事務事業の一次評価

　　　影響は大きく，問題の発生が予想される
　　　代替案や対策を採ることで対応できる

【ACTION】事務事業の改革・改善 フォローアップ　前年度の課題や問題点 その他

総合評価

今後の方向性 現行どおり継続
評価理由

　　　他の事務事業や活動と統廃合や連携ができる
　　　統廃合や連携はできない・既に連携している

名称

市単独事業として対象年齢を拡大し助成することは、笠間市での子育
て支援策の一つであり，必要である。

所得制限を撤廃してほしいとの要望がある。

現  状  維  持資源配分

③成果の向上余地　《成果は，昨年度と比べてどうであったか？工夫をすることで今後，更なる成果向上ができるか？》

①行政関与の必要性　《目的達成に向けて，行政の範囲は行政の役割から見て適切か？また市民の意向や社会の要請から見て適切か？》

医療福祉事業として、生活の安定と福祉の向上から必要である。

　 　向上の余地がない

　 　向上の余地がある

事務事業を取り巻く環境《対象や法令根拠及び社会環境の変化（開始時期又は５年前との比較）・市民からの意見や要望》

医療福祉受給者の更なる生活の安定と福祉向上のため有効である。

一次評価結果

必要性

有効性

効率性

社会情勢の変化・市民ニーズの把握

  見直しの余地がある

  見直しの余地がある

  見直しの余地がある

医療福祉事業（市単独分）は、市民生活の安定と福祉向上のため有効である。

効
率
性
評
価

　 　適切である

　 　見直しの余地がある

   　適切

   　適切

   　適切

①改革・改善案

全体総括（振り返り，反省点）

④成果の波及効果《全市民，または多くの市民や他の施策への波及効果があるか？》

⑥人件費の削減余地　《活動量を下げずに人件費を削減できないか？（業務プロセスの見直し，個々の業務の効率化等，業務委託や臨時雇用等）》

　 　 削減の余地がない

　 　 削減の余地がある
業務プロセスにおいて、県の制度に準じるため削減の余地はない。

有
効
性
評
価

⑤事業費の削減余地　《活動量を下げずに事業費を削減できないか？（仕様や工法の見直し，市民の協力など）》

必
要
性
評
価

②総合計画との整合性，対象と意図の妥当性 《目的（対象と意図）は総合計画と結びついているか？実態（社会環境の変化）に合っているか？》



２　【H25事業計画（主に担当者が行う業務内容及び手順）】

人

その他

千円

円

単位

一般財源

事業費計（ア）

千円

千円

小政策

項

地方債

千円

千円嘱託臨時

千円

自己負担金償還額

政
策
体
系

政策

２　社会保障
１　医療福祉費支給制度の充実

３　共に支えあい，健やかに暮らせるまちづくり 〔健康・福祉〕

２　日々の健康を支える安心な保健・医療の体制を整えます

小施策

他課の協力分

施策

52,080

時間外

千円

人件費計（イ）

千円

事業費及び指標の推移

67,647

6,225

60,623

23年度（実績）

121,949 95,590

65,873

5,250

0.70

60,623

22年度（実績）

46,830

46,830

0.8306,210

61,169

61,169 56,947

56,947

指標区分

10,300

58,510,00058,510,000 58,510,000

6,210

67,919 63,157

101,549 97,000

24年度（実績）

6,2256,750

105,000

0.830 6,225

6,225

6,2256,225

67,647

10,654 10,30010,483 10,30010,604

61,422 61,42261,422

61,42261,422 61,422

0.90

5,250

5,250 0.70 6,750

円

医療福祉費自己負
担金支給申請書の
提出がないと助成
が受けられないた
め、提出漏れがな
いよう周知を行う。

件

３　【年度目標】

24年度（実績）

医療福祉費受給者が、医療機関へ支払ったマル福
自己負担金および入院時の食事療養費を助成する。

単位 26年度（計画）25年度（実績）

４　【事業費の内容（決算額）】
―

目

医療福祉費 実施手法
根拠法令
関連計画

補助金の有無
社会福祉費一般会計

一般会計
直営 ―

民生費
民生費

医療福祉費

平成１７年度 単年度繰り返し

記入日

○

平成26年3月31日
所属部課名

終了年度
継続

後期基本計
画重点視点

所管省庁

市単独

補助率

保険年金課
補
助
単
独
区
分

負担金の有無
笠間市医療福祉費支給に関する条例

共催者・関係団体

②事務事業の意図（どのようにしたい
のか。どういう状態にしたいのか）

④
対象
指標

医療福祉費受給者
単位

委託料　　１，４２３千円
役務費　　１，５２４千円
扶助費  ５４，０００千円

人

⑤
成果
指標

事
業
期
間

重要事務事業
総合計画実施計画 ○

政策的事業

新規・継続
開始年度

職員割合 千円

県支出金

千円

国庫支出金 千円

千円

事業費

事務事業性質

①対象
(働きかける相手・もの）

医療福祉費受給者（妊産婦・小児・児童・重度心身障
害者・母子家庭の母子・父子家庭の父子）

国保連合会へ接続されている端末より、請求データを抽出し電算会社へ
データ提供。
請求データに基づいた支払資料（口座情報・通知用ハガキ等）が納品さ
れるので、点検後支払いを行う。
また、データに反映されない自己負担金申請が随時提出される。　これ
については、受給資格、支払金額等を確認し処理を行う。

医療福祉費事務事業

１　【事務事業の全体概要及び背景】

医療福祉費受給認定者が医療機関
等へ支払った自己負担金および入
院時の食事療養費を助成することに
より、受給認定者の経済的負担の軽
減を更にはかる。
１月、４月、７月、１０月の３ヶ月毎に
支給。
区分が生徒の中学校１年生～３年生
は支給対象外。

目
的

投
入
コ
ス
ト

（
イ
ン
プ

ッ
ト

）

23年度（実績）

医療福祉費受給者

件支払処理件数

人

予
算
科
目

会計

事
業
費

財
源
内
訳

トータルコスト（ア）＋（イ）

人
件
費

款

５　事務事業の目的と手段

社会福祉費

5,250

【DO】事務事業の実施

27年度（計画）

活
動
指
標

対
象
指
標

58,248,231成
果
指
標

46,830,018

手
段

年４回（１月、４月、７月、１０月）指定された口座へマ
ル福自己負担金および入院時食事療養費を支払う。

③目的を達成するために実際に
行った行政活動（サービス）

26年度（目標）

22年度（実績） 28年度（計画）

25年度（実績）

0.828

10,198

54,000,00057,121,927

105,000

0.830

28年度（目標）

105,000

27年度（目標）

67,647

⑥
活動
指標

実施計画・事務事業評価共通調書

【PLAN】事務事業の計画

事務事業名

15事務事業番号

医療福祉費自己負担金助成事業

評価区分

評価事業

自己負担金償還額

支払処理件数

総
合
計
画

H26事業計画 H27事業計画 H28事業計画

同上 同上 同上

細目名
医療福祉費支給事業



医療福祉費自己負担金助成事業は、市民生活の安定と福祉向上のため有効である。

【CHECK】事務事業の一次評価

医療福祉事業として、生活の安定と福祉の向上から必要である。

有
効
性
評
価

③成果の向上余地　《成果は，昨年度と比べてどうであったか？工夫をすることで今後，更なる成果向上ができるか？》

①行政関与の必要性　《目的達成に向けて，行政の範囲は行政の役割から見て適切か？また市民の意向や社会の要請から見て適切か？》

②総合計画との整合性，対象と意図の妥当性 《目的（対象と意図）は総合計画と結びついているか？実態（社会環境の変化）に合っているか？》

　 　適切である

　 　見直しの余地がある

　 　向上の余地がない

　 　向上の余地がある
医療福祉受給者の更なる生活の安定と福祉向上のため有効である。

④取組状況

①改革・改善案

申請書の提出等、業務プロセスに削減の余地はない。

⑥人件費の削減余地　《活動量を下げずに人件費を削減できないか？（業務プロセスの見直し，個々の業務の効率化等，業務委託や臨時雇用等）》

　 　 削減の余地がない

　 　 削減の余地がある

効
率
性
評
価

⑤事業費の削減余地　《活動量を下げずに事業費を削減できないか？（仕様や工法の見直し，市民の協力など）》

その他

⑤事務事業を休止，廃止した場合の成果への影響
の有無とその対策

　　　影響は大きく，問題の発生が予想される
　　　代替案や対策を採ることで対応できる

④成果の波及効果《全市民，または多くの市民や他の施策への波及効果があるか？》

必
要
性
評
価

　　　他に手段がない
　　　他に手段がある(事務事業名・活動名）

⑥類似事業との統廃合・連携の可能性　（民間活動
も含む）

フォローアップ　前年度の課題や問題点

③前年度の改革・改善案

必要性

有効性

効率性

②改革・改善案を実現する上で克服するべ
き課題と解決方法

【ACTION】事務事業の改革・改善

  見直しの余地がある

  見直しの余地がある

  見直しの余地がある

一次評価結果

社会情勢の変化・市民ニーズの把握
事務事業を取り巻く環境《対象や法令根拠及び社会環境の変化（開始時期又は５年前との比較）・市民からの意見や要望》

総合評価

今後の方向性 現行どおり継続
評価理由

　　　他の事務事業や活動と統廃合や連携ができる
　　　統廃合や連携はできない・既に連携している

名称

現  状  維  持

申請などの手続きを廃止した場合、医療福祉制度自
体無くなる。

資源配分

【PLAN】事務事業の計画

全体総括（振り返り，反省点）

   　適切

   　適切

   　適切

市単独事業として自己負担金および入院時の食事療養費を助成するこ
とは、医療福祉費受給者の生活の安定と福祉の向上のため必要であ
る。



２　【H25事業計画（主に担当者が行う業務内容及び手順）】

人

項 目

手
段

③目的を達成するために実際に
行った行政活動（サービス）

①対象
(働きかける相手・もの）

②事務事業の意図（どのようにしたい
のか。どういう状態にしたいのか）

国民年金の受付業務を行うことにより、市民サービス
の向上を図る。

20歳以上の国民年金加入者

国民年金費 国民年金法根拠法令
細目名 関連計画

国民年金事業

2,540

28年度（目標）

13,842

国民年金相談、制度の広報啓発及び保険料免除申
請業務並びに、国民年金裁定請求及び各種関係届
出書の受付進達業務を行った。

22年度（実績）

⑥
活動
指標

関係届出書（本庁のみ）
免除申請書（本庁のみ）

18,000 18,000

26年度（目標）

13,681

1.800 13,5001.800

161

活
動
指
標

件

④
対象
指標

単位

人

27年度（計画）

161

記入日

事務事業性質

○

義務的事業
重要事務事業

総合計画実施計画

―

平成26年3月31日
保険年金課

所管省庁補
助
単
独
区
分

厚生労働省

補助率 基準額

国補助

昭和３６年 単年度繰返し 共催者・関係団体

終了年度開始年度

日本年金機構
水戸南年金事務所

継続

所属部課名

民生費

事務事業番号

３　共に支えあい，健やかに暮らせるまちづくり 〔健康・福祉〕

16

２　日々の健康を支える安心な保健・医療の体制を整えます

国民年金事業

事
業
期
間４　国民年金制度の普及・啓発

２　社会保障

予
算
科
目

会計
一般

総
合
計
画

款

単位

年金事務所に行かずに済んだ人（本庁のみ）

裁定請求書（本庁のみ）

５　事務事業の目的と手段

目
的

件

被保険者

・需用費　９２千円
・負担金　２０千円
・旅費　９千円

H28事業計画

26年度（計画）

181

14,024

13,259

161

13,951

1.80

134

13,500

181

1.800 13,500

121

13,125

246 267

13,500

対
象
指
標

4,8004,800

300300

1,900

2,600 2,600

27年度（目標）

件

免除申請書（本庁のみ）

関係届出書（本庁のみ）

裁定請求書（本庁のみ）

件

件

投
入
コ
ス
ト

（
イ
ン
プ

ッ
ト

）

一般財源

事業費計（ア）

トータルコスト（ア）＋（イ）

地方債

時間外

他課の協力分

人件費計（イ）

単位

千円

2,132

千円

千円

18,00018,658 18,000

指標区分

13,677

13,996

被保険者 19,251

2,600

300

1,9001,900

272

1,817

1.750

134

13,500

３　【年度目標】１　【事務事業の全体概要及び背景】

年金相談・免除申
請・年金裁定請
求・各種届出書は
通年。

・窓口における国民年金に関する相談。
・国民年金資格取得・喪失・住所変更等の各種関係届出書
や保険料免除に伴う申請書の受付並びに国民年金受給に
伴う裁定請求書の受付と日本年金機構への書類進達。

1.80

13,634

1,871

政策
小政策
施策

小施策

同上 同上

社会福祉費

国民年金法第3条、国民年金事業の
事務の一部は、政令で定めるところ
により市町村長が行うこととすることが
出来ることから市民サービスの向上
のため市で一部事務を行っている。
平成２２年１月に社会保険庁が廃止
され日本年金機構が発足した。
平成２４年８月に社会保障と税の一
体改革の一環として年金機能強化法
が成立し、それに伴い諸手続きの変
更が予定されている。

実施手法 補助金の有無

24年度（実績）

件

317 121

25年度（実績） 28年度（計画）

161347

23年度（実績）

４　【事業費の内容（決算額）】

同上

161

○直営 ○

【DO】事務事業の実施

国庫支出金

千円

161

人

事業費

人
件
費

181

嘱託臨時

347

177

⑤
成果
指標

341

事業費及び指標の推移

千円

財
源
内
訳

H27事業計画

317

事
業
費

負担金の有無

千円

県支出金

その他

職員割合

341

千円

千円

千円

千円

千円

1.80 13,500

155

13,681

13,380 13,842 13,842

13,681

18,170

13,655

1,702

23年度（実績） 24年度（実績）

千円

人

25年度（実績）

2,5853,057

22年度（実績）

2,501

254

年金事務所に行かずに済んだ人（本庁のみ） 4,6744,639 4,496人 5,435 4,800

実施計画・事務事業評価共通調書

後期基本計
画重点視点

新規・継続

評価区分

評価外事業

【PLAN】事務事業の計画

事務事業名

政
策
体
系

成
果
指
標

H26事業計画



【PLAN】事務事業の計画

④取組状況
　　　他に手段がない
　　　他に手段がある(事務事業名・活動名）

⑤事務事業を休止，廃止した場合の成果への影響
の有無とその対策

　　　影響は大きく，問題の発生が予想される
　　　代替案や対策を採ることで対応できる

名称

③前年度の改革・改善案

②改革・改善案を実現する上で克服するべ
き課題と解決方法

資源配分

総合評価

今後の方向性
評価理由

③成果の向上余地　《成果は，昨年度と比べてどうであったか？工夫をすることで今後，更なる成果向上ができるか？》

①行政関与の必要性　《目的達成に向けて，行政の範囲は行政の役割から見て適切か？また市民の意向や社会の要請から見て適切か？》

   　適切

   　適切

   　適切

⑤事業費の削減余地　《活動量を下げずに事業費を削減できないか？（仕様や工法の見直し，市民の協力など）》

全体総括（振り返り，反省点）

⑥人件費の削減余地　《活動量を下げずに人件費を削減できないか？（業務プロセスの見直し，個々の業務の効率化等，業務委託や臨時雇用等）》

有
効
性
評
価

【CHECK】事務事業の一次評価

①改革・改善案

市民サービスが出来なくなることは、市民に対して影
響がある。

　　　他の事務事業や活動と統廃合や連携ができる
　　　統廃合や連携はできない・既に連携している

⑥類似事業との統廃合・連携の可能性　（民間活動
も含む）

　 　 削減の余地がない

　 　 削減の余地がある

一次評価結果

効
率
性
評
価

【ACTION】事務事業の改革・改善 フォローアップ　前年度の課題や問題点 その他

必要性

有効性

効率性

  見直しの余地がある

  見直しの余地がある

  見直しの余地がある

④成果の波及効果《全市民，または多くの市民や他の施策への波及効果があるか？》

必
要
性
評
価

②総合計画との整合性，対象と意図の妥当性 《目的（対象と意図）は総合計画と結びついているか？実態（社会環境の変化）に合っているか？》

　 　適切である

　 　見直しの余地がある

　 　向上の余地がない

　 　向上の余地がある

事務事業を取り巻く環境《対象や法令根拠及び社会環境の変化（開始時期又は５年前との比較）・市民からの意見や要望》
社会情勢の変化・市民ニーズの把握



２　【H25事業計画（主に担当者が行う業務内容及び手順）】

人

その他

千円

人

単位

一般財源

事業費計（ア）

千円

千円

小政策

項

地方債

千円

千円嘱託臨時

千円

200

後期高齢者被保険者数

政
策
体
系

政策

２　社会保障
３　後期高齢者医療制度の適正な運営

３　共に支えあい，健やかに暮らせるまちづくり 〔健康・福祉〕

２　日々の健康を支える安心な保健・医療の体制を整えます

小施策

他課の協力分

施策

13,192

時間外

千円

人件費計（イ）

千円

事業費及び指標の推移

12,238

5,638

115

資格得喪処理数

6,527

1,476

23年度（実績）

9,531 9,816

13,508

6,981

0.90

6,527

1,440

22年度（実績）

6,327

6,327

0.7255,438

6,394

6,394 6,480

6,480

200

指標区分

1,575

10,300

10,40010,300 10,500

1,600

5,638

13,314 12,118

9,970 10,186

24年度（実績）

5,6386,920

10,500

0.725 5,438

5,638

5,438

200200

5,438

12,288

1,5501,5251,443

9,870 10,40010,152 10,5009,766

6,550 6,6506,600

6,6506,550 6,600

0.90

6,865

6,750 0.90

231 170

6,750

人

一斉更新は７月
末
新規該当者及び
資格喪失者の報
告は毎月

人

３　【年度目標】

24年度（実績）

適切な医療の確保と高齢者福祉の増進を図る

単位 26年度（計画）25年度（実績）

４　【事業費の内容（決算額）】
―

目

実施手法
根拠法令
関連計画

補助金の有無
総務管理費後期高齢特別

直営 ―

総務費 一般管理費

Ｈ２０ 単年度繰返し

記入日

―

平成26年3月31日
所属部課名

終了年度
継続

茨城県後期高齢者医
療広域連合

後期基本計
画重点視点

所管省庁

市単独

補助率

保険年金課
補
助
単
独
区
分

負担金の有無
高齢者の医療の確保に関する法律

共催者・関係団体

②事務事業の意図（どのようにしたい
のか。どういう状態にしたいのか）

④
対象
指標

後期高齢者被保険者数
単位

消耗品費３０千円
通信運搬費３，３９５千円
電算システム保守点検委託
料３，０８２千円

人

⑤
成果
指標

事
業
期
間

重要事務事業
総合計画実施計画 ―

義務的事業

新規・継続
開始年度

職員割合 千円

県支出金

千円

国庫支出金 千円

千円

事業費

事務事業性質

①対象
(働きかける相手・もの）

後期高齢者医療の被保険者（７５歳以上の高齢者及
び一定以上の障害がある６５歳以上の方）

被保険者証の一斉更新
新規被保険者の被保険者証の交付
資格喪失業務
限度額適用・標準負担額減額認定証の交付

１　【事務事業の全体概要及び背景】

国の医療制度改革法によって、従来
の老人保健は「高齢者の医療の確保
に関する法律」に改められ、後期高
齢者医療制度が規定された。

目
的

投
入
コ
ス
ト

（
イ
ン
プ

ッ
ト

）

23年度（実績）

後期高齢者被保険者数

人被保険者証の一斉更新

人

人

予
算
科
目

会計

事
業
費

財
源
内
訳

トータルコスト（ア）＋（イ）

人
件
費

款

５　事務事業の目的と手段

資格得喪処理数

6,750

【DO】事務事業の実施

27年度（計画）

活
動
指
標

対
象
指
標

10,152成
果
指
標

9,766

手
段

被保険者証の一斉更新と新規被保険者の被保険者
証の交付及び資格喪失者の処理等を広域連合に報
告した。

③目的を達成するために実際に
行った行政活動（サービス）

26年度（目標）

22年度（実績） 28年度（計画）

25年度（実績）

0.725

10,297

10,2979,870

10,300

0.725

28年度（目標）

10,400

27年度（目標）

12,188

⑥
活動
指標

人

実施計画・事務事業評価共通調書

【PLAN】事務事業の計画

事務事業名

17事務事業番号

後期高齢者医療制度事業

評価区分

評価外事業

後期高齢者被保険者数

被保険者証の一斉更新

総
合
計
画

H26事業計画 H27事業計画 H28事業計画
同上 同上 同上

細目名
標準的事業（一般管理費）



【CHECK】事務事業の一次評価

有
効
性
評
価

③成果の向上余地　《成果は，昨年度と比べてどうであったか？工夫をすることで今後，更なる成果向上ができるか？》

①行政関与の必要性　《目的達成に向けて，行政の範囲は行政の役割から見て適切か？また市民の意向や社会の要請から見て適切か？》

②総合計画との整合性，対象と意図の妥当性 《目的（対象と意図）は総合計画と結びついているか？実態（社会環境の変化）に合っているか？》

　 　適切である

　 　見直しの余地がある

　 　向上の余地がない

　 　向上の余地がある

④取組状況

①改革・改善案

⑥人件費の削減余地　《活動量を下げずに人件費を削減できないか？（業務プロセスの見直し，個々の業務の効率化等，業務委託や臨時雇用等）》

　 　 削減の余地がない

　 　 削減の余地がある

効
率
性
評
価

⑤事業費の削減余地　《活動量を下げずに事業費を削減できないか？（仕様や工法の見直し，市民の協力など）》

その他

⑤事務事業を休止，廃止した場合の成果への影響
の有無とその対策

　　　影響は大きく，問題の発生が予想される
　　　代替案や対策を採ることで対応できる

④成果の波及効果《全市民，または多くの市民や他の施策への波及効果があるか？》

必
要
性
評
価

　　　他に手段がない
　　　他に手段がある(事務事業名・活動名）

⑥類似事業との統廃合・連携の可能性　（民間活動
も含む）

フォローアップ　前年度の課題や問題点

③前年度の改革・改善案

必要性

有効性

効率性

②改革・改善案を実現する上で克服するべ
き課題と解決方法

【ACTION】事務事業の改革・改善

  見直しの余地がある

  見直しの余地がある

  見直しの余地がある

一次評価結果

社会情勢の変化・市民ニーズの把握
事務事業を取り巻く環境《対象や法令根拠及び社会環境の変化（開始時期又は５年前との比較）・市民からの意見や要望》

総合評価

今後の方向性
評価理由

　　　他の事務事業や活動と統廃合や連携ができる
　　　統廃合や連携はできない・既に連携している

名称

後期高齢者の医療の確保ができなくなる。

資源配分

【PLAN】事務事業の計画

全体総括（振り返り，反省点）

   　適切

   　適切

   　適切



２　【H25事業計画（主に担当者が行う業務内容及び手順）】

人

項 目

手
段

③目的を達成するために実際に
行った行政活動（サービス）

①対象
(働きかける相手・もの）

②事務事業の意図（どのようにしたい
のか。どういう状態にしたいのか）

適切な医療の確保と高齢者福祉の増進を図る

後期高齢者医療の被保険者（７５歳以上の高齢者及
び一定以上の障害がある６５歳以上の方）

徴収費 高齢者の医療の確保に関する法律根拠法令
細目名 関連計画
徴収費

12,000

28年度（目標）

9,430

%

被保険者への納付書及び決定通知書の送付。並び
に未納者への督促状の送付と個別臨戸訪問を行っ
た。

22年度（実績）

⑥
活動
指標

納付書・特別徴収通知書の処理・送付
督促・徴収

10,500 10,600

26年度（目標）

5,825

0.750 5,6250.750

3,660

3,500

活
動
指
標

件

収納率

④
対象
指標

単位

円

27年度（計画）

3,605

記入日

事務事業性質

○

義務的事業
重要事務事業

総合計画実施計画

―

平成26年3月31日
保険年金課

所管省庁補
助
単
独
区
分

補助率

市単独

H20 単年度繰返し 共催者・関係団体

終了年度開始年度

茨城県後期高齢者医
療広域連合

継続

所属部課名

総務費

事務事業番号

３　共に支えあい，健やかに暮らせるまちづくり 〔健康・福祉〕

18

２　日々の健康を支える安心な保健・医療の体制を整えます

後期高齢者医療保険料徴収事務

事
業
期
間３　後期高齢者医療制度の適正な運営

２　社会保障

予
算
科
目

会計
後期高齢特別

総
合
計
画

款

単位

保険料納付額

５　事務事業の目的と手段

目
的

件

後期高齢者被保険者数

消耗品費４千円
通信運搬費１，１８５千円
口座振替手数料８６千円
収納取扱手数料１２１千円
収納システム委託料２，１６６
千円

H28事業計画

26年度（計画）

200

10,323

5,825

3,400 3,450

3,550

11,723

1.10

167

8,250

200

0.750 5,625

3,562

3,426

150 155

99

160136178

3,128

5,6256,750

対
象
指
標

99

500,000,000498,000,000

2,100

12,400 12,500

27年度（目標）

督促・徴収

納付書・特別徴収通知書の処理・送付

件

件

投
入
コ
ス
ト

（
イ
ン
プ

ッ
ト

）

一般財源

事業費計（ア）

トータルコスト（ア）＋（イ）

地方債

時間外

他課の協力分

人件費計（イ）

単位

千円

3,580

千円

千円

10,4009,870 10,297

指標区分

6,981

10,565

後期高齢者被保険者数 9,766

12,300

2,0001,9001,800

0.750

200

5,625

３　【年度目標】１　【事務事業の全体概要及び背景】

普通徴収の納付
書及び特別徴収
の通知書を７月に
発送
督促状は年８回・
催告書は年２回
送付

被保険者への納付書及び決定通知書の送付
未納者への督促状の送付
未納者宅へ個別臨戸訪問

0.90

8,417

2,600

政策
小政策
施策

小施策

同上 同上

徴収費

後期高齢者の医療に要する費用の
適正化を図るとともに、後期高齢者
医療制度の運営が適正かつ円滑に
行われる事を目的とする。
後期高齢者の場合、保険料未納とな
る方は無年金者もしくは低年金者の
方が多く、個別訪問をしても納付は
難しい方が多い。

実施手法 補助金の有無

24年度（実績） 25年度（実績） 28年度（計画）23年度（実績）

４　【事業費の内容（決算額）】

同上

―直営 ―

【DO】事務事業の実施

国庫支出金

千円

人

事業費

人
件
費

200

3,513

187

嘱託臨時

3,342

231

⑤
成果
指標

事業費及び指標の推移

千円

財
源
内
訳

H27事業計画

3,306

事
業
費

負担金の有無

千円

県支出金

その他

職員割合

3,700

3,186

千円

千円

千円

千円

千円

0.90 6,750

115

156

5,825

9,387 9,375 9,485

5,825

10,152

6,865

2,253

23年度（実績） 24年度（実績）

千円

人

25年度（実績）

12,00012,400

22年度（実績）

12,300

保険料納付額 495,486,100447,683,300 476,840,300

収納率

円

%

443,445,770

99

497,000,000

99

実施計画・事務事業評価共通調書

後期基本計
画重点視点

新規・継続

評価区分

評価事業

【PLAN】事務事業の計画

事務事業名

政
策
体
系

成
果
指
標

9998 99

H26事業計画



【PLAN】事務事業の計画

④取組状況
　　　他に手段がない
　　　他に手段がある(事務事業名・活動名）

⑤事務事業を休止，廃止した場合の成果への影響
の有無とその対策

　　　影響は大きく，問題の発生が予想される
　　　代替案や対策を採ることで対応できる

名称

③前年度の改革・改善案

②改革・改善案を実現する上で克服するべ
き課題と解決方法

現  状  維  持資源配分

社会保険制度である後期高齢者医療保険を安定的に継続していくた
め、保険料の徴収は不可欠である。制度の安定的な運営を図り、高齢
者医療の安定的な確保を図る。総合評価

今後の方向性 現行どおり継続
評価理由

③成果の向上余地　《成果は，昨年度と比べてどうであったか？工夫をすることで今後，更なる成果向上ができるか？》

①行政関与の必要性　《目的達成に向けて，行政の範囲は行政の役割から見て適切か？また市民の意向や社会の要請から見て適切か？》

   　適切

   　適切

   　適切

⑤事業費の削減余地　《活動量を下げずに事業費を削減できないか？（仕様や工法の見直し，市民の協力など）》

全体総括（振り返り，反省点）

⑥人件費の削減余地　《活動量を下げずに人件費を削減できないか？（業務プロセスの見直し，個々の業務の効率化等，業務委託や臨時雇用等）》

有
効
性
評
価

　原則75歳以上の後期高齢者を対象とする独立した医療制度であることから、平均寿命の延びと連動して、対象者は増加するものと思われる。

【CHECK】事務事業の一次評価

①改革・改善案

医療保険制度が成り立たなくなる。

　　　他の事務事業や活動と統廃合や連携ができる
　　　統廃合や連携はできない・既に連携している

⑥類似事業との統廃合・連携の可能性　（民間活動
も含む）

　 　 削減の余地がない

　 　 削減の余地がある
国の制度に基づくものである。

一次評価結果

効
率
性
評
価

【ACTION】事務事業の改革・改善 フォローアップ　前年度の課題や問題点 その他

必要性

有効性

効率性

  見直しの余地がある

  見直しの余地がある

  見直しの余地がある

平成２０年度から開始された高齢者の医療制度であるが、後期高齢者医療保険の保険料
を確実に徴収するため、被保険者に対し制度の周知を図る。また、滞納の初期からきめ細
やかな収納対策を実施し、保険料の収納の確保に努め、低所得者対策として、保険料の
軽減対策も実施している。保険料の徴収は納付書による普通徴収や年金からの引き落とし
による特別徴収がる。

④成果の波及効果《全市民，または多くの市民や他の施策への波及効果があるか？》

必
要
性
評
価

②総合計画との整合性，対象と意図の妥当性 《目的（対象と意図）は総合計画と結びついているか？実態（社会環境の変化）に合っているか？》

　 　適切である

　 　見直しの余地がある
後期高齢者医療制度の円滑な運営を図るためのもので、財政面で必要である。

　 　向上の余地がない

　 　向上の余地がある
国の制度に基づくものである。

事務事業を取り巻く環境《対象や法令根拠及び社会環境の変化（開始時期又は５年前との比較）・市民からの意見や要望》
社会情勢の変化・市民ニーズの把握



２　【H25事業計画（主に担当者が行う業務内容及び手順）】

人

その他

千円

人

単位

一般財源

事業費計（ア）

千円

千円

小政策

項

地方債

千円

千円嘱託臨時

千円

受診者数

政
策
体
系

政策

２　社会保障
３　後期高齢者医療制度の適正な運営

３　共に支えあい，健やかに暮らせるまちづくり 〔健康・福祉〕

２　日々の健康を支える安心な保健・医療の体制を整えます

小施策

他課の協力分

施策

10,771

時間外

千円

人件費計（イ）

千円

事業費及び指標の推移

15,500

1,500

新規者の受診券処理・送付

9,041

294

23年度（実績）

9,623 9,604

10,766

1,725

0.23

9,041

360

22年度（実績）

9,046

0.2001,500

12,702

12,702 13,015

13,015

指標区分

受診率

2,200

300

10,300

2,200

22

2,150

22 22

2,250

300

1,500

14,052 14,515

9,200 9,347

24年度（実績）

1,5001,350

9,600

0.200 1,500

1,500

1,5001,500

15,500

2,033

300

2,0912,046

261168

2,250

9,870 10,40010,152 10,500

2,052

9,766

14,000 14,00014,000

14,000 14,000

0.18

1,725

1,725 0.23 1,350

人

人

５月までに受診券
等を送付し、６月
から受診できる体
制を整える。
年度末には受診
者数を広域連合
に報告する。

件

３　【年度目標】

24年度（実績）

後期高齢者の健康保持増進と、疾病の早期発見・早
期治療を図る

単位

受診者数

26年度（計画）25年度（実績）

４　【事業費の内容（決算額）】
―

目

実施手法
根拠法令
関連計画

補助金の有無
保健事業費後期高齢特別

すべて委託 ―

保健事業費 後期高齢者健康診査費

Ｈ２０ 単年度繰返し

記入日

―

平成26年3月31日
所属部課名

終了年度
継続

茨城県後期高齢者医療広域
連合
茨城県総合健診協会

実績により

後期基本計
画重点視点

所管省庁

市単独

補助率

保険年金課
補
助
単
独
区
分

負担金の有無
高齢者の医療の確保に関する法律

共催者・関係団体

②事務事業の意図（どのようにしたい
のか。どういう状態にしたいのか）

④
対象
指標

後期高齢者被保険者数
単位

消耗品費４千円
通信運搬費１，２６８千円
特定健康診査等データ管理シス
テム手数料１７１千円
電算業務委託料９２４千円
健康診断検査委託料１０，６４８
千円

人

⑤
成果
指標

事
業
期
間

重要事務事業
総合計画実施計画 ○

政策的事業

新規・継続
開始年度

職員割合 千円

県支出金

千円

国庫支出金 千円

千円

9,046

事業費

受診者数

事務事業性質

①対象
(働きかける相手・もの）

後期高齢者医療の被保険者（７５歳以上の高齢者及
び一定以上の障害がある６５歳以上の方）

後期高齢者被保険者全員に健康診査受診券を送付し、で
きるだけ多くの方に健康診査を受けていただく。

１　【事務事業の全体概要及び背景】

高齢者の医療の確保に関する法律
の中に、高齢期における適切な医療
の確保を図るため、被保険者の健康
診査等の実施に関する措置を講ずる
ことがうたわれている。
基本的な健康診査の項目を無料で
受けることができる。（年１回）

目
的

投
入
コ
ス
ト

（
イ
ン
プ

ッ
ト

）

23年度（実績）

後期高齢者被保険者数

件受診券一斉処理・送付

件

人

人

予
算
科
目

会計

事
業
費

財
源
内
訳

トータルコスト（ア）＋（イ）

人
件
費

款

５　事務事業の目的と手段

%

新規者の受診券処理・送付

1,725

【DO】事務事業の実施

27年度（計画）

活
動
指
標

20

対
象
指
標

21

2,046成
果
指
標

2,052

21

手
段

後期高齢者被保険者全員に健康診査受診券を送付
した。

③目的を達成するために実際に
行った行政活動（サービス）

2,150

26年度（目標）

22年度（実績） 28年度（計画）

25年度（実績）

0.200

14,000

10,297

22

2,0912,033

9,400

0.200

28年度（目標）

9,500

27年度（目標）

15,500

⑥
活動
指標

件

実施計画・事務事業評価共通調書

【PLAN】事務事業の計画

事務事業名

19事務事業番号

後期高齢者健診事業

評価区分

評価事業

%
受診者数

受診券一斉処理・送付

受診率

総
合
計
画

H26事業計画 H27事業計画 H28事業計画
同上 同上 同上

細目名
後期高齢者健診事業



　被保険者の健康維持、疾病等の早期発見を目的とした保健事業を行うことで、被保険者
の健康増進、疾患の重症化の防止により医療費の削減を図っており、後期高齢者医療制
度を維持し、健全な運営を図る。

【CHECK】事務事業の一次評価

　高齢者の健康保持を図るため、健康診査を実施し、生活習慣病を早期に発見し、早期に
治療を行い介護予防に努めることは必要である。

有
効
性
評
価

③成果の向上余地　《成果は，昨年度と比べてどうであったか？工夫をすることで今後，更なる成果向上ができるか？》

①行政関与の必要性　《目的達成に向けて，行政の範囲は行政の役割から見て適切か？また市民の意向や社会の要請から見て適切か？》

②総合計画との整合性，対象と意図の妥当性 《目的（対象と意図）は総合計画と結びついているか？実態（社会環境の変化）に合っているか？》

　 　適切である

　 　見直しの余地がある

　 　向上の余地がない

　 　向上の余地がある
介護予防に有効である。

④取組状況

①改革・改善案

　関係各機関（健康増進課・各保健センター）と連携し、総合健診時に実施できるので、効
率は大きい。

⑥人件費の削減余地　《活動量を下げずに人件費を削減できないか？（業務プロセスの見直し，個々の業務の効率化等，業務委託や臨時雇用等）》

　 　 削減の余地がない

　 　 削減の余地がある

効
率
性
評
価

⑤事業費の削減余地　《活動量を下げずに事業費を削減できないか？（仕様や工法の見直し，市民の協力など）》

その他

⑤事務事業を休止，廃止した場合の成果への影響
の有無とその対策

　　　影響は大きく，問題の発生が予想される
　　　代替案や対策を採ることで対応できる

④成果の波及効果《全市民，または多くの市民や他の施策への波及効果があるか？》

必
要
性
評
価

　　　他に手段がない
　　　他に手段がある(事務事業名・活動名）

⑥類似事業との統廃合・連携の可能性　（民間活動
も含む）

フォローアップ　前年度の課題や問題点

③前年度の改革・改善案

必要性

有効性

効率性

②改革・改善案を実現する上で克服するべ
き課題と解決方法

【ACTION】事務事業の改革・改善

  見直しの余地がある

  見直しの余地がある

  見直しの余地がある

一次評価結果

社会情勢の変化・市民ニーズの把握

　健康保険法等の改正により、平成20年度から老人医療制度が後期高齢者医療制度に変わり、高齢者の人口は増加の傾向にある。
　後期高齢被保険者の健康維持・増進のため保健事業の強化を図り、病気の早期発見により医療費の増額を抑制する。

事務事業を取り巻く環境《対象や法令根拠及び社会環境の変化（開始時期又は５年前との比較）・市民からの意見や要望》

総合評価

今後の方向性 現行どおり継続
評価理由

　　　他の事務事業や活動と統廃合や連携ができる
　　　統廃合や連携はできない・既に連携している

名称

現  状  維  持

健康増進、医療費抑制ができなくなる。

資源配分

【PLAN】事務事業の計画

全体総括（振り返り，反省点）

   　適切

   　適切

   　適切

被保険者の健康の保持増進を目的とした事業として、疾病の早期発
見、早期治療により医療費の抑制にも繋がり、後期高齢者医療制度の
健全な運営に寄与している。



２　【H25事業計画（主に担当者が行う業務内容及び手順）】

人

項 目

手
段

③目的を達成するために実際に
行った行政活動（サービス）

①対象
(働きかける相手・もの）

②事務事業の意図（どのようにしたい
のか。どういう状態にしたいのか）

後期高齢者の健康保持増進と、疾病の早期発見・早
期治療を図る

後期高齢者医療の被保険者（７５歳以上の高齢者及
び一定以上の障害がある６５歳以上の方）

後期高齢者健康診査費 高齢者の医療の確保に関する法律根拠法令
細目名 関連計画

後期高齢者医療人間ドック険診事業

33

28年度（目標）

3,800

広報等で周知し、被保険者から希望者を募った。

22年度（実績）

⑥
活動
指標

人間ドック受診者数
脳ドック受診者数

10,400 10,500

26年度（目標）

1,500

0.200 1,5000.200

2,300

活
動
指
標

人

④
対象
指標

単位

%

27年度（計画）

2,300

記入日

事務事業性質

○

政策的事業
重要事務事業

総合計画実施計画

―

平成26年3月31日
保険年金課

所管省庁補
助
単
独
区
分

補助率 概要のとおり

市単独

Ｈ２２ 単年度繰返し 共催者・関係団体

終了年度開始年度
茨城県後期高齢者医療広域連合
茨城県総合健診協会
石岡医師会病院
茨城県立中央病院

継続

所属部課名

保健事業費

事務事業番号

３　共に支えあい，健やかに暮らせるまちづくり 〔健康・福祉〕

20

２　日々の健康を支える安心な保健・医療の体制を整えます

後期高齢者人間ドック等事業

事
業
期
間３　後期高齢者医療制度の適正な運営

２　社会保障

予
算
科
目

会計
後期高齢特別

総
合
計
画

款

単位

受診率

５　事務事業の目的と手段

目
的

人

後期高齢者被保険者数

後期高齢者医療人間ドック健
診補助金1050千円
後期高齢者医療脳ドック健診
補助金1050千円

H28事業計画

26年度（計画）

1,445

1,500

2,300

1,955

0.02 150 0.200 1,500

2,100

2,300 2,300 2,3002,1001,805

1,500150

対
象
指
標

0.760.77

30

50 50

27年度（目標）

脳ドック受診者数

人間ドック受診者数

人

人

投
入
コ
ス
ト

（
イ
ン
プ

ッ
ト

）

一般財源

事業費計（ア）

トータルコスト（ア）＋（イ）

地方債

時間外

他課の協力分

人件費計（イ）

単位

千円

千円

千円

10,3009,870 10,297

指標区分

150

1,075

後期高齢者被保険者数 9,766

50

303030

0.200 1,500

３　【年度目標】１　【事務事業の全体概要及び背景】

５月から翌年の２
月まで随時受付
をし、年度末には
受診者数を広域
連合に報告する。

広報等で周知し、被保険者から希望者を募り、人間ドック・
脳ドックの補助金を交付する。

0.02

150

12

政策
小政策
施策

小施策

同上 同上

保健事業費

高齢者の医療の確保に関する法律
の中に、高齢期における適切な医療
の確保を図るため、被保険者の健康
診査等の実施に関する措置を講ずる
ことがうたわれている。
人間ドック補助一人２５，０００円
脳ドック補助一人３５，０００円

実施手法 補助金の有無

24年度（実績） 25年度（実績） 28年度（計画）23年度（実績）

４　【事業費の内容（決算額）】

同上

―すべて委託 ○

【DO】事務事業の実施

国庫支出金

千円

人

事業費

人
件
費

925

嘱託臨時

1,295

⑤
成果
指標

事業費及び指標の推移

千円

財
源
内
訳

H27事業計画

1,805

事
業
費

負担金の有無

千円

県支出金

その他

職員割合

925

千円

千円

千円

千円

千円

0.02 150

1,295

1,500

3,600 3,800 3,800

1,500

10,152

150

28

23年度（実績） 24年度（実績）

千円

人

25年度（実績）

4237

22年度（実績）

35

受診率 0.700.48 0.60% 0.38 0.78

実施計画・事務事業評価共通調書

後期基本計
画重点視点

新規・継続

評価区分

評価事業

【PLAN】事務事業の計画

事務事業名

政
策
体
系

成
果
指
標

H26事業計画



【PLAN】事務事業の計画

④取組状況
　　　他に手段がない
　　　他に手段がある(事務事業名・活動名）

⑤事務事業を休止，廃止した場合の成果への影響
の有無とその対策

　　　影響は大きく，問題の発生が予想される
　　　代替案や対策を採ることで対応できる

名称

③前年度の改革・改善案

②改革・改善案を実現する上で克服するべ
き課題と解決方法

現  状  維  持資源配分

被保険者の健康の保持増進を目的とした事業として、高齢者の医療の
確保に関する法律に規定されている保健事業のひとつである。

総合評価

今後の方向性 現行どおり継続
評価理由

③成果の向上余地　《成果は，昨年度と比べてどうであったか？工夫をすることで今後，更なる成果向上ができるか？》

①行政関与の必要性　《目的達成に向けて，行政の範囲は行政の役割から見て適切か？また市民の意向や社会の要請から見て適切か？》

   　適切

   　適切

   　適切

⑤事業費の削減余地　《活動量を下げずに事業費を削減できないか？（仕様や工法の見直し，市民の協力など）》

全体総括（振り返り，反省点）

⑥人件費の削減余地　《活動量を下げずに人件費を削減できないか？（業務プロセスの見直し，個々の業務の効率化等，業務委託や臨時雇用等）》

有
効
性
評
価

健康保険法等の改正により、平成20年度から老人医療制度が後期高齢者医療制度に変わり、高齢者の人口は増加の傾向にある。
後期高齢被保険者の健康維持・増進のため保健事業の強化を図り、病気の早期発見により医療費の増額を抑制する。

【CHECK】事務事業の一次評価

①改革・改善案

健康維持の手段がなくなるので、医療費にも影響す
る。

　　　他の事務事業や活動と統廃合や連携ができる
　　　統廃合や連携はできない・既に連携している

⑥類似事業との統廃合・連携の可能性　（民間活動
も含む）

　 　 削減の余地がない

　 　 削減の余地がある
実施機関（病院など）との連携を密にして、実施していくので効率は高い。

一次評価結果

効
率
性
評
価

【ACTION】事務事業の改革・改善 フォローアップ　前年度の課題や問題点 その他

必要性

有効性

効率性

  見直しの余地がある

  見直しの余地がある

  見直しの余地がある

人間ドック等費用の助成をすることで、被保険者のさらなる健康の保持を図れる。受益者は
75歳以上の高齢者であり、受益者負担を増すことは困難。

④成果の波及効果《全市民，または多くの市民や他の施策への波及効果があるか？》

必
要
性
評
価

②総合計画との整合性，対象と意図の妥当性 《目的（対象と意図）は総合計画と結びついているか？実態（社会環境の変化）に合っているか？》

　 　適切である

　 　見直しの余地がある
人間ドック・脳ドック検診は、健康の保持増進のために必要である。

　 　向上の余地がない

　 　向上の余地がある

人間ドック・脳ドック検診を受けて、早期の発見・早期治療を行うことにより、健康増進に繋
がるので有効である。

事務事業を取り巻く環境《対象や法令根拠及び社会環境の変化（開始時期又は５年前との比較）・市民からの意見や要望》
社会情勢の変化・市民ニーズの把握


